
平成３０年２月１６日

記 者 発 表 配 付 資 料

○ 平成３０年２月高知県議会定例会提出予定案件概要

○ 平成３０年２月高知県議会定例会提出予定議案目録

○ 平成３０年２月高知県議会定例会に提出予定の条例その他議案説明

○ 平成３０年度一般会計当初予算（案）の概要

○ 平成３０年度の組織改正等による体制強化の概要



平成30年２月高知県議会定例会提出予定案件概要

○提 出 予 定 議 案 ------------------------------------ １００件

平 成 ３ ０ 年 度 当 初 予 算 ----------------------- ２３件

平 成 ２ ９ 年 度 補 正 予 算 ----------------------- １８件

条 例 そ の 他 議 案 ----------------------- ５９件

１ 予 算 議 案 ----------------------- ４１件

（１） 平成３０年度当初予算 ------------------- ２３件

一 般 会 計 ４，５０８億８，５２５万６千円

（対前年度比 1.8%減）

特 別 会 計 ２，９５１億９，６５３万９千円

（対前年度比 27.5％増）

企 業 会 計 １９０億７，１９５万１千円

（対前年度比 1.0%減）

（２） 平成２９年度補正予算 ------------------- １８件

一 般 会 計 △１８億９，３９６万３千円

（対前年度2月現計比 0.3%減）

特 別 会 計 △１億９，０６５万８千円

（対前年度2月現計比 10.8%増）

企 業 会 計 △３億３，５００万０千円

（対前年度2月現計比 1.2%減）

２ 条 例 そ の 他 議 案 ---------------------- ５９件

条 例 議 案 ------------------ ４５件

そ の 他 議 案 ------------------ １４件



平成30年２月高知県議会定例会提出予定議案目録

○ 予 算

第 １ 号 平成30年度高知県一般会計予算

第 ２ 号 平成30年度高知県収入証紙等管理特別会計予算

第 ３ 号 平成30年度高知県給与等集中管理特別会計予算

第 ４ 号 平成30年度高知県旅費集中管理特別会計予算

第 ５ 号 平成30年度高知県用品等調達特別会計予算

第 ６ 号 平成30年度高知県会計事務集中管理特別会計予算

第 ７ 号 平成30年度高知県県債管理特別会計予算

第 ８ 号 平成30年度高知県土地取得事業特別会計予算

第 ９ 号 平成30年度高知県国民健康保険事業特別会計予算

第 10 号 平成30年度高知県災害救助基金特別会計予算

第 11 号 平成30年度高知県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

第 12 号 平成30年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計予算

第 13 号 平成30年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計予算

第 14 号 平成30年度高知県農業改良資金助成事業特別会計予算

第 15 号 平成30年度高知県県営林事業特別会計予算

第 16 号 平成30年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計予算

第 17 号 平成30年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計予算

第 18 号 平成30年度高知県流域下水道事業特別会計予算

第 19 号 平成30年度高知県港湾整備事業特別会計予算

第 20 号 平成30年度高知県高等学校等奨学金特別会計予算

第 21 号 平成30年度高知県電気事業会計予算

第 22 号 平成30年度高知県工業用水道事業会計予算

第 23 号 平成30年度高知県病院事業会計予算

第 24 号 平成29年度高知県一般会計補正予算

第 25 号 平成29年度高知県収入証紙等管理特別会計補正予算

第 26 号 平成29年度高知県用品等調達特別会計補正予算

第 27 号 平成29年度高知県会計事務集中管理特別会計補正予算

第 28 号 平成29年度高知県県債管理特別会計補正予算

第 29 号 平成29年度高知県土地取得事業特別会計補正予算

第 30 号 平成29年度高知県災害救助基金特別会計補正予算

第 31 号 平成29年度高知県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算

第 32 号 平成29年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計補正予算

第 33 号 平成29年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算

第 34 号 平成29年度高知県農業改良資金助成事業特別会計補正予算



第 35 号 平成29年度高知県県営林事業特別会計補正予算

第 36 号 平成29年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計補正予算

第 37 号 平成29年度高知県流域下水道事業特別会計補正予算

第 38 号 平成29年度高知県港湾整備事業特別会計補正予算

第 39 号 平成29年度高知県高等学校等奨学金特別会計補正予算

第 40 号 平成29年度高知県電気事業会計補正予算

第 41 号 平成29年度高知県病院事業会計補正予算

○ 条 例 そ の 他

第 42 号 高知県防災対策基金条例議案

第 43 号 高知県歯科衛生士養成奨学金貸付け条例議案

第 44 号 高知県国民健康保険財政調整基金条例議案

第 45 号 高知県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

議案

第 46 号 知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案

第 47 号 知事、副知事及び教育長の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案

第 48 号 高知県税条例の一部を改正する条例議案

第 49 号 過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例議案

第 50 号 高知県議会の議員及び高知県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並び

にビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例議案

第 51 号 高知県手数料徴収条例等の一部を改正する条例議案

第 52 号 高知県看護師等養成奨学金貸付け条例の一部を改正する条例議案

第 53 号 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律の施行による国民健康保険法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例議案

第 54 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例議案

第 55 号 高知県旅館業法施行条例の一部を改正する条例議案

第 56 号 高知県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例議案

第 57 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例議案

第 58 号 高知県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例議案

第 59 号 高知県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例議案

第 60 号 高知県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例議案

第 61 号 高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例議案

第 62 号 高知県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準等



を定める条例の一部を改正する条例議案

第 63 号 高知県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例議案

第 64 号 高知県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例議案

第 65 号 高知県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例議案

第 66 号 高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案

第 67 号 高知県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例議案

第 68 号 高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議案

第 69 号 高知県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例議案

第 70 号 高知県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例議案

第 71 号 高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例議案

第 72 号 高知県安心こども基金条例の一部を改正する条例議案

第 73 号 高知県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例議案

第 74 号 高知県計量法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例議案

第 75 号 高知県農林業基本対策審議会条例の一部を改正する条例議案

第 76 号 高知県褐毛和種高知系受精卵移植用乳用牛貸付け条例の一部を改正する条例議

案

第 77 号 土地改良事業費分担金等徴収条例の一部を改正する条例議案

第 78 号 高知県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例議案

第 79 号 高知県屋外広告物条例の一部を改正する条例議案

第 80 号 高知県立都市公園条例の一部を改正する条例議案

第 81 号 高知県建築基準法施行条例の一部を改正する条例議案

第 82 号 高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改

正する条例議案

第 83 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案

第 84 号 高知県地域医療再生臨時特例基金条例を廃止する条例議案

第 85 号 高知県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

を廃止する条例議案

第 86 号 高知県土地開発基金条例を廃止する条例議案

第 87 号 高知県が当事者である訴えの提起に関する議案

第 88 号 高知県が当事者である民事調停の合意に関する議案



第 89 号 高知県及び中芸広域連合中芸保健福祉推進協議会の廃止に関する議案

第 90 号 高知県立手結港海岸緑地公園の指定管理者の指定に関する議案

第 91 号 権利の放棄に関する議案

第 92 号 権利の放棄に関する議案

第 93 号 権利の放棄に関する議案

第 94 号 県有財産（土地）の取得に関する議案

第 95 号 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議案

第 96 号 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議案

第 97 号 包括外部監査契約の締結に関する議案

第 98 号 国道494号社会資本整備総合交付金（水口トンネル）工事請負契約の締結に関

する議案

第 99 号 町道佐渡鷹取線社会資本整備総合交付金（佐渡鷹取トンネル）工事請負契約の

締結に関する議案

第 100 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一部を変更する契約の締結に関する議案



平成30年２月高知県議会定例会に提出予定の条例その他議案説明

第 42 号 高知県防災対策基金条例議案

（財政課）

災害から県民の生命、身体及び財産を守り、地域の実情に応じた防災対策を一層推進するため、

高知県防災対策基金を設置しようとするもの

第 43 号 高知県歯科衛生士養成奨学金貸付け条例議案

（健康長寿政策課）

県内において必要な歯科衛生士の確保及び充実を図ることを目的として、歯科衛生士養成施設に

在学している者で、歯科衛生士の確保が必要な県内の医療機関において将来歯科衛生士の業務に従

事しようとするものに対し、その修学を容易にするため、奨学金を貸し付けることができるように

しようとするもの

第 44 号 高知県国民健康保険財政調整基金条例議案

（国保指導課）

国民健康保険事業の健全な運営及び各年度間の財政調整を図るため、高知県国民健康保険財政調

整基金を設置しようとするもの

第 45 号 高知県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例議案

（高齢者福祉課）

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号）

の施行により介護保険法（平成９年法律第123号）が一部改正されたこと等に伴い、介護医療院の

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めようとするもの

第 46 号 知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案

（行政管理課）

本県の経済状況及び財政状況を考慮し、知事、副知事、教育長その他の常勤の特別職の職員の給

料月額を平成30年度の１年間、時限的に減額しようとするもの

・減額率：

知事10%（20％）、副知事３%（７％）、教育長２％（５％）

人事委員会委員（常勤）・監査委員（常勤）２％（５％） ※括弧内は平成29年度

第 47 号 知事、副知事及び教育長の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案

（職員厚生課）

高知県特別職報酬等審議会の答申を踏まえて知事、副知事及び教育長の退職手当の支給割合を改

定しようとするもの

・支給割合の改定：

知事100分の50→100分の48、副知事100分の36→100分の35、教育長100分の25→100分の24



第 48 号 高知県税条例の一部を改正する条例議案

（税務課）

水源のかん養をはじめ山地災害の防止、気候の緩和、生態系の多様性の確保等県民のだれもが享

受している森林の公益的機能の低下を予防し、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全に取り組

むための財源を確保することを目的として設けた県民税の均等割の税率の特例について、その適用

期限を５年延長しようとするもの

・税率：個人・法人一律500円（現行どおり）

・税収規模：年1.7億円程度（平成29年度見込）

・附則：国の税制の動向等を踏まえ必要があると認めるときは、検討を加え必要な措置を講ずる

旨の検討条項を設置

第 49 号 過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例議案

（税務課）

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平成19年法律第

40号）が一部改正され、併せて企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令（平成19年総務省令第94号）が一部改正されたこ

とを考慮し、地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合する

ことについて主務大臣の確認を受けた地域経済牽引事業を行う者が当該地域経済牽引事業の用に

供する家屋又はその敷地である土地を取得した場合における不動産取得税の課税免除措置の適用

要件を定める等必要な改正をしようとするもの

※地域経済牽引事業

・県が国の同意を得て作成した高知県未来投資促進基本計画において定められた事業

（第一次産業等を核とした関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野など）

・対象地域：高知県全域

第 50 号 高知県議会の議員及び高知県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及

びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例議案

（市町村振興課）

公職選挙法（昭和25年法律第100号）の一部改正に伴い、都道府県の議会の議員の選挙において、

選挙運動のために使用するビラを頒布することができることとされたことを考慮し、高知県議会の

議員の選挙における選挙運動のために使用するビラの作成について一定の範囲内で公営とするよ

う必要な改正をしようとするもの

・選挙運動用ビラの公営負担上限額：

7.51円（作成単価上限）×16,000枚（頒布枚数上限）＝候補者１人当たり120,160円

・施行期日：平成31年３月１日

第 51 号 高知県手数料徴収条例等の一部を改正する条例議案

（消防政策課、環境対策課、用地対策課、建築指導課）

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）の一部改正により汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の

承認、汚染土壌処理業に係る法人の合併及び分割の承認並びに汚染土壌処理業に係る相続の承認の

申請に対する審査に係る手数料を新たに徴収することとし、併せて地方公共団体の手数料の標準に

関する政令（平成12年政令第16号）の一部改正を考慮し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭



和45年法律第137号）の規定に基づく２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申

請に対する審査等に係る手数料を新たに徴収するとともに、使用済自動車の再資源化等に関する法

律（平成14年法律第87号）の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査に

係る手数料、砂利採取法（昭和43年法律第74号）の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対

する審査等に係る手数料、消防法（昭和23年法律第186号）の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所

及び取扱所の設置の許可の申請に対する審査等に係る手数料、液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備及

び装置の変更の許可の申請に対する審査に係る手数料並びに建築士法（昭和25年法律第202号）の規

定に基づく二級建築士試験及び木造建築士試験の手数料の額を改定する等必要な改正をしようとす

るもの

・新設：２以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料ほか４件

・改定：使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料ほか55件

第 52 号 高知県看護師等養成奨学金貸付け条例の一部を改正する条例議案

（医療政策課）

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号）

の施行による医療法（昭和23年法律第205号）の一部改正により、新たに介護医療院が医療提供施

設として位置づけられることを考慮し、奨学金の償還を免除する就業施設として県内の介護医療院

及び介護老人保健施設を追加する等必要な改正をしようとするもの

第 53 号 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施

行による国民健康保険法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例議案

（国保指導課）

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成27年法

律第31号）の施行による国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の一部改正を考慮し、高知県国

民健康保険事業特別会計を設置するとともに、高知県国民健康保険財政安定化基金の処分に係る要

件等を定め、併せて高知県国民健康保険広域化等支援基金条例及び高知県国民健康保険調整交付金

条例を廃止しようとするもの

第 54 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例議案

（国保指導課）

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成19年政令第325

号）の規定により厚生労働大臣が２年ごとに定める財政安定化基金拠出率が改定されることを考慮

し、県が高知県後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金の額の算定に必要な当

該財政安定化基金拠出率を標準として定める拠出率を改定するとともに、これまでの高知県後期高

齢者医療財政安定化基金の運営状況を考慮し、平成30年度及び平成31年度において、当該拠出率の

特例を定めようとするもの

・拠出率の改定：10万分の41→10万分の40

・附則：拠出率を零とする特例の規定（平成30年度及び平成31年度）



第 55 号 高知県旅館業法施行条例の一部を改正する条例議案

（食品・衛生課）

旅館業法（昭和23年法律第138号）の一部改正等を考慮し、旅館業におけるホテル営業の設備構造

の基準と旅館営業の設備構造の基準とを旅館・ホテル営業の設備構造の基準に統合するとともに、

設備構造の基準及び衛生措置の基準を緩和する等必要な改正をしようとするもの

第 56 号 高知県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例議案

（高齢者福祉課）

厚生労働大臣が３年ごとに定める財政安定化基金拠出率を規定する介護保険の医療保険者の納付

金の算定等に関する省令（平成11年厚生省令第43号）が介護保険法施行規則等の一部を改正する省

令（平成29年厚生労働省令第135号）の施行により一部改正されることを考慮し、財政安定化基金

拠出率を標準として定める市町村の拠出率を改めるとともに、これまでの高知県介護保険財政安定

化基金の運営状況を考慮し、当該拠出率の特例を平成32年度まで延長しようとするもの

・拠出率の改定：10万分の39→10万分の42

・附則：拠出率を零とする特例の延長（平成29年度→平成32年度）

第 57 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例議案

（高齢者福祉課）

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平

成26年法律第83号）の一部の施行及び地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律（平成29年法律第52号）の施行による介護保険法（平成９年法律第123号）の一部改

正を考慮し、市町村に移管された指定居宅介護支援事業者の指定及び指定の更新に係る手数料の規

定を削除するとともに、新たに介護医療院の開設の許可等の事務に係る手数料を徴収することとし

ようとするもの

第 58 号 高知県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成20年厚生

労働省令第107号）の一部改正に伴い、身体的拘束等の適正化を図るための措置の基準を追加する等

必要な改正をしようとするもの

第 59 号 高知県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年厚生

省令第19号）の一部改正に伴い、身体的拘束等の適正化を図るための措置の基準を追加する等必要

な改正をしようとするもの



第 60 号 高知県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年

厚生省令第46号）の一部改正に伴い、身体的拘束等の適正化を図るための措置及び緊急時等の対応

の基準を追加するほか、療養病床等を有する病院又は診療所から転換する特別養護老人ホームに係

る基準の特例を延長する等必要な改正をしようとするもの

第 61 号 高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成11年厚生省令第37号）の一部改正を考慮し、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護に

係る共生型居宅サービスに関する基準を定めるほか、訪問介護におけるサービス提供責任者等の役

割の明確化に関する基準、一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を実施する際の食堂要件の緩

和に関する基準、特定施設入居者生活介護における身体的拘束等の適正化を図るための措置の基準、

福祉用具貸与における機能や価格帯の異なる複数商品の利用者への提示等に関する基準、療養病床

等を有する病院又は診療所から転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併

設型指定特定施設等に係る基準の特例を定める等必要な改正をしようとするもの

第 62 号 高知県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生

労働省令第35号）の一部改正を考慮し、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る基準を削除

し、介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービスに関する基準を定めるほか、一般病

床の有床診療所が介護予防短期入所療養介護を実施する際の食堂要件の緩和に関する基準、介護予

防特定施設入居者生活介護における身体的拘束等の適正化を図るための措置の基準、介護予防福祉

用具貸与における機能や価格帯の異なる複数商品の利用者への提示等に関する基準、療養病床等を

有する病院又は診療所から転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療

機関併設型指定介護予防特定施設等に係る基準の特例を定める等必要な改正をしようとするもの

第 63 号 高知県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平

成11年厚生省令第39号）の一部改正に伴い、身体的拘束等の適正化を図るための措置及び緊急時等

の対応の基準を追加するほか、療養病床等を有する病院又は診療所から転換する指定介護老人福祉

施設に係る基準の特例を延長する等必要な改正をしようとするもの



第 64 号 高知県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準（平成11年厚生省令第40号）の一部改正に伴い、身体的拘束等の適正化を図るための措置の基

準を追加するほか、療養病床等を有する病院又は診療所から転換する介護老人保健施設に係る基準

の特例を延長する等必要な改正をしようとするもの

第 65 号 高知県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例議案

（高齢者福祉課）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30

年厚生労働省令第４号）の施行による健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）

附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設

の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号）の一部改正に伴い、身体的拘束等

の適正化を図るための措置の基準を追加するほか、療養病床等を有する病院である指定介護療養型

医療施設に係る基準の特例を延長する等必要な改正をしようとするもの

第 66 号 高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案

（障害保健福祉課）

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（平成30年厚生労働省令第３号）の施行による児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）の一部改正を考慮し、居宅訪問

型児童発達支援に関する基準を新たに追加し、児童発達支援及び放課後等デイサービスに共生型障

害児通所支援に関する基準を新たに追加するほか、指定児童発達支援事業所、基準該当通所支援事

業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者及

びその員数に関する基準を見直す等必要な改正をしようとするもの

第 67 号 高知県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例議案

（障害保健福祉課）

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（平成30年厚生労働省令第３号）の施行による児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号）の一部改正を考慮し、指定福祉

型障害児入所施設における従業者の員数に関する特例及び設備に関する特例を廃止するほか、指定

福祉型障害児入所施設における従業者の員数の基準等について必要な改正をしようとするもの

第 68 号 高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例議案

（障害保健福祉課）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第２号）

の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福



祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号）の一部

改正を考慮し、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）及び自立訓

練（生活訓練）について、それぞれ共生型障害福祉サービスに関する基準を新たに追加し、指定就

労定着支援、指定自立生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助に関する基準を新たに追

加するほか、指定生活介護事業者、共生型生活介護事業者、指定自立訓練（機能訓練）事業者及び

共生型自立訓練（機能訓練）事業者、指定自立訓練（生活訓練）事業者及び共生型自立訓練（生活

訓練）事業者に対して職場への定着のための支援の実施を義務付ける等必要な改正をしようとする

もの

第 69 号 高知県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案

（障害保健福祉課）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第２号）

の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者

支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第172号）の一部改正を考

慮し、指定障害者支援施設における従業者の員数に関する特例及び設備に関する特例を廃止する等

必要な改正をしようとするもの

第 70 号 高知県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例議案

（障害保健福祉課）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第２号）

の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業の設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第174号）の一部改正を考慮し、

生活介護事業者、自立訓練（機能訓練）事業者及び自立訓練（生活訓練）事業者に対して職場への

定着のための支援の実施を義務付けるほか、就労移行支援事業者に対して通勤のための訓練の実施

を義務付ける等必要な改正をしようとするもの

第 71 号 高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議

案

（障害保健福祉課）

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（平成30年厚生労働省令第３号）の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭

和23年厚生省令第63号）の一部改正に伴い、福祉型障害児入所施設等の職員配置の基準について必

要な改正をしようとするもの

第 72 号 高知県安心こども基金条例の一部を改正する条例議案

（少子対策課）

国の子育て支援対策臨時特例交付金事業の実施期限が延長される方針が示されたことを考慮し、

基金の設置期間を３年３月間延長しようとするもの

・基金の失効期限：平成30年３月31日→平成33年６月30日（保育所の整備等の実施期限を延長）



第 73 号 高知県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例議案

（県民生活・男女共同参画課）

高知県消費者行政活性化基金事業が平成29年度末で完了する見込みとなったため、改めて基金の

解散期日を定めようとするもの

・基金の失効期限：平成40年３月31日→平成30年12月31日

第 74 号 高知県計量法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例議案

（商工政策課）

高知県計量検定所を高知県工業技術センター計量検定室に組織改編することに伴い、必要な改正

をしようとするもの

第 75 号 高知県農林業基本対策審議会条例の一部を改正する条例議案

（農業政策課）

農村地域工業等導入促進法（昭和46年法律第112号）が一部改正されたことを考慮し、高知県農林

業基本対策審議会の任務等について必要な改正をしようとするもの

・審議事項：農村地域への工業等導入対策→農村地域への産業導入対策

・部会名：農村工業部会→農村産業部会

第 76 号 高知県褐毛和種高知系受精卵移植用乳用牛貸付け条例の一部を改正する条例議案

（畜産振興課）

農業災害補償法（昭和22年法律第185号）の一部改正に伴い、同法の引用規定の整理をしようとす

るもの

第 77 号 土地改良事業費分担金等徴収条例の一部を改正する条例議案

（農業基盤課）

土地改良法等の一部を改正する法律（平成29年法律第39号）の施行により土地改良法（昭和24年

法律第195号）が一部改正されたことを考慮し、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を

対象として県が定めた土地改良事業計画において、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農

用地を当該土地改良事業計画において予定する用途以外の用途に供するため所有権の移転等をし

た者等から特別徴収金を徴収することができることとする等必要な改正をしようとするもの

※県が実施する土地改良事業

農業者の費用負担や同意を求めずに実施する大区画化等の基盤整備

※特別徴収金

上記基盤整備に要した国及び県の費用負担相当額

第 78 号 高知県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例議案

（環境共生課）

地域環境保全基金の適切な管理等についての国からの通知に基づき、基金の失効期限を追加する

ほか、基金の一部を事業の経費に充てるため、基金を処分することができるようにしようとするも

の

・基金の失効期限：平成40年３月31日



第 79 号 高知県屋外広告物条例の一部を改正する条例議案

（都市計画課）

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年法律第26号）の施行による屋外広告物法（昭和24

年法律第189号）の一部改正を考慮し、良好な景観を形成し、又は風致を維持するための広告物の

表示等の禁止地域等に田園住居地域を追加しようとするもの

※田園住居地域

・住居と農地が混在し、両者が調和して良好な住居環境と営農環境を形成している地域を、あ

るべき市街地像として都市計画に位置づけ、住居系用途地域として創設

・低層住居専用地域同等の建築規制が及ぶとともに、農産物直販所など農業用施設の建築につ

いては規制緩和

第 80 号 高知県立都市公園条例の一部を改正する条例議案

（公園下水道課）

新たに春野総合運動公園の体育館に設置する冷暖房設備の利用に係る料金を定めるとともに、都

市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成29年政令第

156号）の施行により都市公園法施行令（昭和31年政令第290号）が一部改正されたことを考慮し、

県が設置する都市公園における運動施設の敷地面積の割合に関する規定の追加をする等必要な改

正をしようとするもの

・体育館小アリーナ冷暖房設備利用料：2,400円（全面１時間当たり）

・運動施設の敷地面積の割合に関する基準：100分の50

第 81 号 高知県建築基準法施行条例の一部を改正する条例議案

（建築指導課）

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年法律第26号）の施行による建築基準法（昭和25年

法律第201号）の一部改正を考慮し、田園住居地域における日影による中高層の建築物の高さの制

限を定める等必要な改正をしようとするもの

第 82 号 高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条

例議案

（生活安全企画課）

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年法律第26号）の施行による都市計画法（昭和43年

法律第100号）の一部改正を考慮し、田園住居地域における風俗営業等の規制を定めようとするも

の

第 83 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案

（生活安全企画課、交通指導課、運転免許センター）

地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成12年政令第16号）の一部改正を考慮し、風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）の規定に基づく営業所の構

造又は設備の変更の承認の申請に対する審査等に係る手数料、質屋営業法（昭和25年法律第158号）

の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査に係る手数料、警備業法（昭和47年法律第117

号）の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え等に係る手数料、探偵業の業務の適正

化に関する法律（平成18年法律第60号）の規定に基づく変更届出証明書の交付等に係る手数料、銃

砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外



国人の銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査等に係る手数料、火薬類取締法（昭和25年

法律第149号）の規定に基づく運搬証明書の交付に係る手数料、核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）の規定に基づく運搬証明書の書換えに係る手数料、

道路交通法（昭和35年法律第105号）の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付に係る手数料及

び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律第57号）の規定に基づく自動車運

転代行業の認定の申請に対する審査等に係る手数料の額を改定するとともに、運転免許等に関する

手数料の標準を定めた道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）の一部改正を考慮し、運転免許

等に係る手数料の額を改定する等必要な改正をしようとするもの

・改定：質屋営業許可手数料ほか107件

第 84 号 高知県地域医療再生臨時特例基金条例を廃止する条例議案

（医療政策課）

その目的を達成した高知県地域医療再生臨時特例基金条例を廃止しようとするもの

・基金の目的：高知県地域医療再生計画に基づく事業を推進し、地域医療の確保を図る

第 85 号 高知県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止す

る条例議案

（高齢者福祉課）

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平

成26年法律第83号）の施行による介護保険法（平成９年法律第123号）の一部改正により、指定居

宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されることに伴い、高知県指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止しようとするもの

第 86 号 高知県土地開発基金条例を廃止する条例議案

（用地対策課）

その必要性が失われた高知県土地開発基金条例を廃止しようとするもの

第 87 号 高知県が当事者である訴えの提起に関する議案

（協同組合指導課）

昭和54年３月23日に に対し貸し付け

た農業改良資金について、債務者からの償還が滞っていたところ、元金については平成22年12月27

日に同人の連帯保証人の相続人が未払であった1,370,000円を支払ったことにより完済されたもの

の、元金償還の延滞に係る違約金残高4,233,508円が償還されないことからこれを支払うよう債務者

らに請求したが同人が支払に応じないため、裁判所に対して訴訟を提起することについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の規定により、県議会の議決を求めるもの

第 88 号 高知県が当事者である民事調停の合意に関する議案

（協同組合指導課）

昭和54年３月23日に に対し貸し付け

た農業改良資金について、債務者からの償還が滞っていたところ、元金については平成22年12月27

日に同人の連帯保証人の相続人である 、

及び が未払であった1,370,000円



を支払ったことにより完済されたものの、元金償還の延滞に係る違約金残高4,233,508円が償還され

ないことからこれを支払うよう債務者及び申立人に請求していたところ、平成29年12月12日に申立

人から債務額確認調停の申立てが高知簡易裁判所にされ、平成30年１月17日に同裁判所から調停条

項案の提示があり、検討した結果、提示された金額は妥当なものであると認められるので、これに

合意することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の規定により、県

議会の議決を求めるもの

第 89 号 高知県及び中芸広域連合中芸保健福祉推進協議会の廃止に関する議案

（健康長寿政策課）

県及び中芸広域連合の協議により、高知県及び中芸広域連合中芸保健福祉推進協議会を廃止する

ことについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第252条の６にお

いて例によることとされる同法第252条の２の２第３項本文の規定により、県議会の議決を求めるも

の

第 90 号 高知県立手結港海岸緑地公園の指定管理者の指定に関する議案

（港湾・海岸課）

高知県立手結港海岸緑地公園の指定管理者の指定について、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第６項の規定により、県議会の議決を求めるもの

(１) 施設の名称

高知県立手結港海岸緑地公園

(２) 指定管理者となる団体の主たる事務所の所在地及び名称

香南市夜須町千切537番地90

株式会社ヤ・シィ

(３) 指定期間

平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

第 91 号 権利の放棄に関する議案

（木材産業振興課）

県の貸付金に係る債権の回収が不能であるため、当該債権を放棄することについて、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定により、県議会の議決を求めるもの

(１) 債務者の住所及び氏名

(２) 債権の種類及び額

昭和63年度林業改善資金元金1,200,000円及び当該貸付金に附帯する違約金に係る債権

第 92 号 権利の放棄に関する議案

（木材産業振興課）

県の貸付金に係る債権の回収が不能であるため、当該債権を放棄することについて、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定により、県議会の議決を求めるもの

(１) 債務者の住所及び氏名



(２) 債権の種類及び額

平成８年度林業改善資金元金4,426,000円及び当該貸付金に附帯する違約金に係る債権

第 93 号 権利の放棄に関する議案

（用地対策課）

高知県土地開発公社の債務処理に伴い、無利子貸付金に係る債権の回収が不能であるため、当該

債権を放棄することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定によ

り、県議会の議決を求めるもの

(１) 債務者の住所及び氏名

高知市九反田４番10－402号

高知県土地開発公社

(２) 債権の種類及び額

公共用地先行取得事業に要する無利子貸付金2,014,515,216円から、債務者から県が代物弁済を

受ける額173,497,000円を差し引いた額の債権 1,841,018,216円

第 94 号 県有財産（土地）の取得に関する議案

（用地対策課）

高知県土地開発公社の債務処理に伴い、無利子貸付金に係る債権に対する代物弁済として、同公

社が所有する評価額173,497,000円である土地を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第８号及び高知県財産条例（昭和39年高知県条例第37号）第２条第１項の規

定により、県議会の議決を求めるもの

第 95 号 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議案

（農業基盤課）

県が行う土地改良事業のうち、県営ため池等整備事業の事業に要する経費の一部について関係市

町村が負担すべき金額を定めるとともに、県営ため池等整備事業及び農村災害対策整備事業の事業

に要する経費の一部について関係市町村が負担すべき金額を変更するため、地方財政法（昭和23年

法律第109号）第27条第２項及び土地改良法（昭和24年法律第195号）第91条第６項において準用す

る同法第90条第10項の規定により、県議会の議決を求めるもの

第 96 号 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議案

（農業基盤課）

県が行う土地改良事業のうち、経営体育成基盤整備事業の事業に要する経費の一部について関係

市町村が負担すべき金額を定めるとともに、かんがい排水事業及び農村災害対策整備事業の事業に

要する経費の一部について関係市町村が負担すべき金額を変更し、併せて農村災害対策整備事業及

び震災対策土地改良施設整備事業の事業に要する経費の一部について関係市町村の負担を廃止する

ため、地方財政法（昭和23年法律第109号）第27条第２項及び土地改良法（昭和24年法律第195号）

第91条第６項において準用する同法第90条第10項の規定により、県議会の議決を求めるもの

第 97 号 包括外部監査契約の締結に関する議案

（行政管理課）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の27第２項に規定する包括外部監査契約を、公認会計



士である高知市丸ノ内二丁目７番７号橋本誠と締結するため、同法第252条の36第１項の規定により、

県議会の議決を求めるもの

(１) 契約の目的

当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

(２) 契約の始期

平成30年４月１日

(３) 契約の金額

1,100万円を上限とする額

(４) 契約の相手方

住所 高知市丸ノ内二丁目７番７号

氏名 橋本 誠

資格 公認会計士

第 98 号 国道494号社会資本整備総合交付金（水口トンネル）工事請負契約の締結に関する議案

（土木政策課）

国道494号社会資本整備総合交付金（水口トンネル）工事を施行するための請負契約の締結につい

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び高知県契約条例（昭和39年高知県

条例第２号）第２条の規定により、県議会の議決を求めるもの

(１) 工事名

国道494号社会資本整備総合交付金（水口トンネル）工事

(２) 契約の方法

一般競争入札

(３) 契約金額

1,023,300,000円

(４) 契約の相手方

高知県高岡郡四万十町大正230番地８

田邊・轟・杉本特定建設工事共同企業体

(５) 完成期限

平成31年４月15日

第 99 号 町道佐渡鷹取線社会資本整備総合交付金（佐渡鷹取トンネル）工事請負契約の締結に関

する議案

（土木政策課）

町道佐渡鷹取線社会資本整備総合交付金（佐渡鷹取トンネル）工事を施行するための請負契約の

締結について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び高知県契約条例（昭和

39年高知県条例第２号）第２条の規定により、県議会の議決を求めるもの

(１) 工事名

町道佐渡鷹取線社会資本整備総合交付金（佐渡鷹取トンネル）工事

(２) 契約の方法

一般競争入札

(３) 契約金額

1,515,240,000円

(４) 契約の相手方

高知県高知市萩町一丁目５番13号



轟・田邊・岩井特定建設工事共同企業体

(５) 完成期限

平成32年３月15日

第 100 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一部を変更する契約の締結に関する議案

（河川課）

和食ダム本体建設工事は、一般競争入札により、契約金額4,336,068,120円（当初契約金額

3,284,295,000円）で、香川県高松市サンポート２番１号大成・ジョウトク・杉本土建・山本特定建

設工事共同企業体と請負契約を締結し、平成30年５月31日を完成期限（当初完成期限平成29年２月

28日）として施行中であるが、調査ボーリングの結果により必要となった左岸の粘土が入り込んだ

割れ目を除去するための再掘削の準備工としてダム本体上流側への仮設道路の設置、上流側河床部

への仮設ヤードの設置及び掘削範囲の伐採工等を施工し、併せて、ダム堤体のコンクリート打設に

ついて右岸側を先行して施工する工法に変更するとともに、右岸側高標高部等で当初の見込みより

透水性の高い箇所が発見されたため完成後のダムの止水性を確保するための基礎処理工について追

加施工すること等に伴い、契約金額及び完成期限を変更する必要が生じたので、この工事の請負契

約の一部を変更する契約を締結することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１

項第５号及び高知県契約条例（昭和39年高知県条例第２号）第３条の規定により、県議会の議決を

求めるもの

（変更前） （変更後）

契約金額の変更 4,336,068,120円 → 4,786,806,120円

完成期限の変更 平成30年５月31日 → 平成31年３月31日



土地開発公社の債務処理について

１．公社保有地の現在の簿価等の状況

（㎡、円）

※ 秦南団地の経緯（売却総額5,586,635,789円。賃貸料収入総額921,280,589円）
・平成８年３月 国家公務員宿舎用地等へ売却（1,278,430,789円）
・平成12年10月 ㈱イオンモールに賃貸開始
・平成26年８月 秦南団地利活用基本計画策定
・平成27年12月 高知市北消防署へ売却（454,588,000円）
・平成29年３月 日本赤十字病院へ売却（2,884,256,000円）
・平成29年５月 高知市都市計画道路へ売却（969,361,000円）
・平成29年９月 ㈱イオンモールへの賃貸終了

２．対応方針

（１）公社については、「四国８の字ネットワーク」の用地買収を県に引き継ぐまでの間（５年間）、

存続させる。

・ 国の用地買収事務のノウハウを県に蓄積・継承するために必要な措置

（２）公社の含み損は、次のとおり、今年度中に処理することが最適である。

ア 仮に、秦南団地利活用基本計画策定（平成26年８月）前に処理するとした場合

秦南団地の大半を売却する前に現物のまま県に移管（代物弁済）することになり、債権放棄

に伴う県の歳入欠陥（6,386百万円程度）を賄うための資金が土地開発基金（平成20年度末以

降4,619百万円）だけでは足りず、新たな県民負担を生ずることとなった。

イ 仮に、ア以降(株)イオンモールへの賃貸終了（平成29年９月）前に処理するとした場合

秦南団地は、現物のまま県に移管（代物弁済）されることとなるが、これでは、(株)イオン

モールへの土地の賃貸は行えず、結果として賃貸収入を債務処理のための県民負担の減に活用

できないこととなった。

ウ 来年度以降に処理する場合

(株)イオンモールからの賃貸収入がなくなる中で、公社は、オーバーナイト方式を継続せざ

るを得なくなってしまう。この場合、市中銀行への利払い（直近の実績659千円）は、新たな

県民負担によらざるを得ないこととなる。

（３）このため、平成 29 年４月に公社に貸し付けた県の貸付金（3,047 百万円）について、土地売

払収入、公社準備金、公社保有地から弁済を受けた上で、差分（1,841 百万円）について債権放

棄する。

債権放棄及び代物弁済による歳入欠陥は、土地開発基金の取り崩しによる収入で補てんするた

め、新たな県民負担は生じない（平成 29 年度２月補正予算）。

（４）土地開発基金は廃止し、（３）の残額及び運用益（計 2,841 百万円）を新設する「防災対策基

金」に積み立てる（平成 30 年度当初予算）。

団地名 面積 簿価（Ａ） 評価額（Ｂ） 含み損益(Ｂ－Ａ)

1 秦南 656.12 862,554,763 65,612,000 △796,942,763

2 鏡岩 27,099.39 1,136,530,829 36,635,000 △1,099,895,829

3 北高見 221.53 28,811,730 12,050,000 △16,761,730

4 塩田町 229.75 41,101,394 19,600,000 △21,501,394

5 東久万 433.69 95,453,630 39,600,000 △55,853,630

合計 － 2,164,452,346 173,497,000 △1,990,955,346



土地開発公社の債務処理に伴うスキームについて

① 公社への貸付金（3,047百万円）（H29.4.3）

② 現金弁済（土地売払収入：978百万円）

（公社準備金：54百万円）

②’代物弁済（公社保有地：173百万円）

③ 貸付額から差し引いた残額を債権放棄

貸付額 ①－（②＋②’）＝1,841百万円

⑥ 土地開発基金の残余及び基金運用益を新基金（防災対策基金）へ積立

（2,841百万円）

目的 災害から県民の生命、身体及び財産を守り、地域の実情に応じた防災対策を一層推進する

ため、高知県防災対策基金を設置しようとするもの

→財政調整的基金の一部に位置付け

区分 内容

貸付額 ・県から公社への貸付（①：3,047百万円）（H29.4.3）〔当初予算5,931百万円〕

公社からの返還 ・現金（②公社準備金と公社保有地の売払収入等：1,033百万円）と公社保有

地（②’：173百万円）による弁済

債権放棄 ・（①－②－②’）の額を債権放棄（③：1,841百万円）

歳入補てん

（２月補正予算）

・（①－②）の額を土地開発基金を取り崩して歳入補てん（④：2,015百万円）

土地開発基金廃止

（H30.5.31付け）

・土地開発基金を廃止し、基金残及び基金運用益を一般会計へ繰出

（⑤：基金総額4,619百万円－補てん2,015百万円＋運用益237百万円

＝2,841百万円）

防災対策基金積立

（H30.5.31付け）

・新基金を造成の上、⑤の金額を積立（⑥：2,841百万円）

（秦南団地（都計道路分）売却分＋栗ノ峠団地売却分）
高知県 土地開発公社

防災対策基金積立

（2,841百万円）

→⑤ 廃止

（4,619百万円－④）＋運用益237百万円＝2,841百万円

年
度

H29

年
度

H30

土地開発基金（4,619百万円）
→④ 一般会計の歳入欠陥を補てん ①－②＝2,015百万円

議案第94号

議案第93号

議案第86号

議案第42号

議案第42号：高知県防災対策基金条例議案

議案第86号：高知県土地開発基金条例を廃止する条例議案

議案第93号：権利の放棄に関する議案

議案第94号：県有財産（土地）の取得に関する議案



奨学金受給者となる資格：(第2条)

奨学金返済免除の要件：
養成機関を卒業した日から１年以内に歯科衛生士
の免許を取得し、県内の指定医療機関において歯
科衛生士となり、引き続いてその業務に従事した期
間が奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍の期間に
達したとき。(第9条)

指定医療機関：(規則にて規定)
高知市、南国市、土佐市、旧伊野町以外の区域に
ある医療機関 

歯科衛生士養成奨学金貸付制度の概要　　　

歯科保健医療と歯科衛生士の現状

健康長寿政策課

１　歯科衛生士養成奨学金貸付け条例の制定
　■平成30年４月１日施行

２　歯科衛生士養成奨学金による修学支援 
　■平成30年度から貸付開始
　■１年あたり５名
　■歯科衛生士養成機関、高等学校等への制度周知

３　在宅歯科医療の対応力向上
　■現在歯科診療所に従事している歯科衛生士や復職を
　　 希望する歯科衛生士に対する在宅歯科医療への対応
　　 力向上を図るため研修等を実施

◆歯科衛生士への期待の高まり

歯科衛生士養成奨学金貸付け条例の概要 　今後の展開

・歯と口の健康意識の高まりによる予防歯科の受診増加や、高齢化の進展に伴う療養者へ
の口腔ケアサービスの増加など、歯科衛生士に求められる役割や期待が大きくなっている。

県民の歯科保健行動 H23 H28
定期的に歯科健診を受け

ている人の割合 37.5% 53.5%

課　題

◆今後拡大する在宅歯科医療等に対応するための
　 歯科衛生士の確保
　・歯科衛生士の地域偏在により、不足している地域で

は人員確保に苦慮している歯科診療所が多い。

　・また、養成校においても、ここ数年入学定員割れが続
いており、充分な養成が図れていない。

　・このため、歯科衛生士の地域偏在の是正と安定的な
養成を図る必要がある。

介護保険受給者数 H20 H24 H28

要介護4・5 8,000人 9,963人 10,441人

◆歯科衛生士の地域偏在と養成不足
・１歯科診療所当たりの歯科衛生士の従事者数は、幡多圏域や高幡圏域が全国平均より  
　も少ないなど、地域の偏在性が見られる。
・県内唯一の養成校では入学者の定員割れが続き、就業地域も中央圏域が多くを占めている。

歯科衛生士とは
・歯科診療所や施設・在宅等

において、歯科予防処置(歯
垢や歯石の除去、フッ素塗
布)や歯科医師の診療補助、
歯磨き指導や摂食・嚥下機
能訓練等の歯科保健指導
を行う国家資格

・資格取得には、3年生以上
の専門学校、短期大学また
は大学での専門教育課程を
修了し、歯科衛生士国家試
験の合格が必要

１歯科診療所当たりの
歯科衛生士の従事者数

県全体 安芸 中央 高幡 幡多 全国 
2.2人 2.1人 2.5人 1.4人 1.1人 1.5人 

養成校(高知学園短大)
の卒業者数

(定員40名に対する割合) 

H24 H25 H26 H27 H28 
32人

(80%)
38人

(95%)
41人

(103%)
19人

(48%)
23人

(58%)
153人
(77%)

中央(高知市等　)以外
への就業者数 2人 6人 5人 1人 1人 15人

養成校(高知学
園短大)卒業生
の就業地域割合

H24-H28
(107名＊2)

安　　芸 1%
中央(高知市等　) 86%
中央(＊1以外) 7%

高　　幡 5%
幡　　多 1%

歯科衛生士養成奨学金制度の創設

・奨学金による歯科衛生士の養成、確保への支援

目的：将来高知県内において歯科衛生士の業務に従事し
ようとする者に対し奨学金により修学を支援し、歯科
衛生士の確保充実を図る。(第1条)

期限：当面10年とする。(附則)

奨学金の額：(第3条)

大　　学 国公立 月額 45,000円
私立 月額 54,000円

短期大学 国公立 月額 45,000円
私立 月額 53,000円

大学・短期大学
以外の養成施設

国公立 月額 45,000円
私立 月額 53,000円

1
歯科衛生士養成所に在学しているものであって、
卒業後県内の知事の定める指定医療機関にお
いて歯科衛生士の業務に従事しようとする者

2 勉学の意欲がおう盛で心身ともに健全であること。

＊1:高知市、南国市、土佐市、旧伊野町
＊2:県外及び衛生士以外の就職を除く

＊1

＊1

H24-28
合計



高知県国民健康保険財政調整基金条例について 国保指導課

平成30年度から県が行う国民健康保険事業の健全な運営及び各年度間の財政調整を図ることを目的として、基金を新たに設置。
○地方財政法第７条の規定による国保特別会計の剰余金の積立を行う。
○広域化等支援基金の解散に伴い、広域化等支援基金の県拠出金と運用益（約1.9億円）を財源として、制度改正後の市町村の保険料（税）の水準の著しい上昇の抑制（激変緩和）を長期的に行う。

１．基金の設置目的

２．保険料（税）負担の激変緩和措置について

　　　「②県繰入金」
　（安定的に活用可能）

 H30   H31   H32　 H33　　H34　　H35　　H36　　H37　 H38・・・

激
変
緩
和
措
置
に
必
要
な
額

「③国保財政安定化基金」
の活用（H30～H35のみ）

「①激変緩和用国費」及び「①'特別
調整交付金」（減少割合は未定）

２
８
年

度
（
※
）

３
０
年
度
激
変
緩
和

　
　
　
　
　
　

し
な
い

３
０
年
度

激
変
緩
和
後

自然増
分

（例：医
療給付
費の伸

び率、後
期・介護
告示額
の伸び

率）

制度改革
の影響分

許容範囲
（H30は１％）

激変緩和策により上昇
抑制。

※ 平成28年度の保険給付費等を基に国が示した方式により算出した納付金相当額
　　医療分は単年度では変化が大きいため、平成27と28年度の2年平均

「国保広域化等支援基金」の県
費積立分を激変緩和に活用し、
急激な保険料の増加を長期的
かつ緩やかに緩和する。

激変緩和のイメージ図

「自然増分」は
激変緩和の対象外
（制度改革の影響で

はないため）

保険料負担額

活用しないと保険料
負担額が急上昇

活用のイメージ図（H33～は未定）

①激変緩和の許容範囲１％で市町村が県に支払う納付金を算定
　（激変緩和用財源673百万円のうち437百万円を活用）
②激変緩和用財源の残額236百万円を、各市町村の激変緩和措置後の算定額に均等に充当【B】
③結果ほとんどの市町村で、激変緩和の対象となる基準値（H28年度納付金相当額（医療分はH27・H28の
　２年平均））【A】を下回る。増加・・大川村のみ（特殊要因）
※実際の保険料（税）は、各市町村が一般会計や基金からの繰入等を行って設定するため、納付金と同

様の傾向になるとは限らない。

＜参考＞平成30年度「国保事業費納付金」（１人あたり）の算定結果について

高知市 132,636 127,831 96.38% 芸西村 179,789 174,082 96.83%

室戸市 145,029 144,380 99.55% 大川村 54,240 54,273 100.06%

安芸市 138,102 137,564 99.61% 土佐町 110,703 110,236 99.58%

南国市 132,412 129,214 97.58% 本山町 110,215 109,818 99.64%

土佐市 127,026 126,509 99.59% 大豊町 123,567 122,992 99.53%

須崎市 125,424 118,129 94.18% 佐川町 126,427 120,083 94.98%

土佐清水市 126,437 125,763 99.47% 越知町 114,597 114,200 99.65%

宿毛市 124,999 110,531 88.43% 中土佐町 130,719 130,182 99.59%

四万十市 112,882 101,546 89.96% 日高村 111,746 111,325 99.62%

香南市 123,832 123,345 99.61% 梼原町 108,208 107,795 99.62%

香美市 123,641 123,137 99.59% 大月町 139,218 122,427 87.94%

東洋町 120,001 119,476 99.56% 三原村 120,702 106,262 88.04%

奈半利町 128,671 128,133 99.58% いの町 119,424 118,954 99.61%

田野町 130,054 105,672 81.25% 津野町 118,738 116,905 98.46%

安田町 147,549 146,861 99.53% 仁淀川町 106,535 105,165 98.71%

北川村 125,395 124,842 99.56% 四万十町 118,486 113,291 95.62%

馬路村 120,938 120,573 99.70% 黒潮町 124,569 124,036 99.57%

県計 128,569 124,321 96.70%

H28年度
納付金

相当額[A]

H30年度
納付金[B]

比較
[B/A]

H28年度
納付金

相当額[A]

H30年度
納付金[B]

比較
[B/A]

市町村名 市町村名



介護保険施設等の基準を定める条例制定等について
高齢者福祉課

　「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号）」の施行による介護保険法（平成９年法律第123号）の改正により、介護保険
施設に「介護医療院」が創設されたことに伴い、介護医療院の基準を条例で定めるほか、その他の法改正事項に対応するため、居宅サービス、介護予防サービス及び介護保険施設の基
準を定める条例の改正及び居宅介護支援の基準を定める条例の廃止を行うもの

条例制定等の背景

（１）基準条例【改正】
●基準（国の省令による基準どおりに設定）
・訪問介護、通所介護、（介護予防）短期入所生活介護
　の基準に、障害福祉制度の指定を受けた事業所であれ
　ば、基本的に介護保険事業所の指定を受けられるもの
　とする共生型サービスのための特例を新たに規定

●改正条例
○「高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
　関する基準等を定める条例」
　【対象サービス】
　　訪問介護、通所介護、短期入所生活介護

○「高知県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運
 営等に関する基準等を定める条例」
　【対象サービス】
　　介護予防短期入所生活介護

（２）各種申請に係る手数料
○「高知県介護保険法関係手数料徴収条例」

・共生型サービスを行う場合でも、「指定」手続きは
　必要となるため、現行の訪問介護等と同様の金額を
　設定（当該条項は改正なし）

（１）基準条例【改正】
●主な改正事項
【居住系・施設系サービス】
・身体的拘束等の適正化のための指針整備や定期的な研修の実施等
　を義務づけ
【訪問介護】
・サービス提供責任者等の役割の明確化
【短期入所療養介護】
・一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を実施する際の食堂基
　準を緩和
【福祉用具貸与】
・機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること等の義
　務付け

●改正条例

（２）基準条例【廃止】
○「高知県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
　等を定める条例」

・保険者機能の強化等を目的とし、居宅介護支援事業所の指定等の
　権限が、都道府県から市町村に移譲されることにより、本条例を
　廃止
・あわせて、「高知県介護保険法関係手数料徴収条例」のうち、居
　宅介護支援事業所に係る規定を削除
※「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の
　整備等に関する法律（平成26年法律第83号）」の施行による法改正によ
　るもの）

２．「共生型サービス」を位置付け ３．その他事項

（１）基準条例【新規制定】
○「高知県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関す
 る基準を定める条例」

●高知県における独自基準
★　現行の介護老人保健施設等の独自基準と同様
非常災害対策（防災対策マニュアルの策定等の義務付け等）・
記録の保存期間の延長（２年→５年）・暴力団の排除・地産地
消の推進

●その他の基準（国の省令による基準どおりに設定）
・現行の「介護療養型医療施設における療養機能強化型」と
「介護療養型老人保健施設」に相当する２類型を設ける。
・「療養病床」や「介護療養型老人保健施設」から転換する場
　合については、廊下幅の基準緩和（中廊下：2.7m以上
　→1.8m以上）等を行う。
（参考：法定事項）
①　療養室の入所者一人当たりの面積基準の緩和
　（大規模改修まで、基準8.0㎡／人以上→6.4㎡／人以上と緩和）
②　医療設備（臨床検査施設、調剤所、処置室、エックス線装置）の設
　置に係る基準の緩和（「介護療養型老人保健施設」から転換の場合
　のみ）

（２）各種申請に係る手数料【改正】
○「高知県介護保険法関係手数料徴収条例」

・改正後の介護保険法によると、介護老人保健施設と同じく、
　「開設許可」や「変更許可」を要することから、介護老人保
　健施設と同額として設定

１．「介護医療院」の創設

開設許可 変更許可 開設許可更新

63,000円 33,000円 9,000円

　　　主 な 改 正 事 項

指定
（居宅サービス）

指定
（介護予防サービス）

指定更新

18,000円 11,000円 9,000円

　◎　施行予定日は平成30年４月１日（うち一部は平成30年10月１日）

　主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療
養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的と
する施設

「介護医療院」とは

　介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサー
ビス、ホームヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受け
ている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定
も受けやすくする特例を設けたもの

「共生型サービス」とは

　　　
○「高知県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」
○「高知県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」
○「高知県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」
○「高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等
　　を定める条例」
○「高知県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する
　　基準等を定める条例」
○「高知県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定
　　める条例」
○「高知県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
　　を定める条例」
○「高知県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定
　　める条例」



介護医療院の創設について

主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日
常生活上の世話を行うことを目的とする施設。平成30年４月に創設され、主に医療療養病床（25対１）及び介護療養病床からの転換先となる。
 Ⅰ型･･･医療ニーズに対応できる人員や整備を備え、医療措置が必要な人や重篤な身体疾患を持つ人の受け入れを想定
 Ⅱ型･･･状態が比較的安定した患者を想定

介護医療院とは

各施設の基準・報酬の比較

医療療養病床
介護療養病床

介護医療院
介護老人保健施設

20対１ 25対１ Ⅰ型 Ⅱ型

現状の病床数
（H29.9.30現在）

2,892床 1,089床 1,863床 － － 2,236床

主な
人員
基準

医師
（宿直の有無）

48:1
（宿直有）

（病院で３以上）

48:1
（宿直有）

（病院で３以上）

48:1
（宿直有）

（病院で３以上）

48:1
（宿直有）

（施設で３以上）

100:1
（宿直無）

（施設で１以上）

100:1（宿直無）
（施設で１以上）

看護職員
4:1

（診療報酬上は
20:1）

5:1
（診療報酬上は
25:1）

※医療法では平成
35年度末まで6:1

6:1 6:1 6:1 3:1
（うち看護職員2/7を

標準）

介護職員 － － 6:1 5:1 6:1

看護補助者
4:1

（診療報酬上は
20:1）

5:1
（診療報酬上は
25:1）

※医療法では平成
35年度末まで6:1

－ － －

主な
設備
基準

病室・療養室
定員4名以下
床面積6.4㎡／
人以上

定員4名以下
床面積6.4㎡／
人以上

定員4名以下
床面積6.4㎡／人以上

定員4名以下
床面積8.0㎡／人以上

（転換の場合、大規模改修まで6.4㎡以上で可）

定員4名以下
床面積8.0㎡／人以上
（転換の場合、大規模改修まで

6.4㎡以上で可）

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ － － 十分な広さ 十分な広さ

報酬
改定の
状況

平成30年度から
の診療・介護報
酬額（予定）

診療報酬 介護報酬 介護報酬 介護報酬

735点～1,810点
※療養病棟入院料
１，２に再編

療養病棟入院料２
（735点～1,745
点）の90/100
（経過措置として
位置づけ）

745単位～
1,307単位

775単位～
1,332単位

731単位～
1,221単位

800単位～1,145単位

高齢者福祉課



高知県旅館業法施行条例の一部改正

旅館業法の改正背景

●構造設備の基準（第２条）
①旅館・ホテル営業の構造設備基準の統合及び規制緩和
②簡易宿所営業について、以下の両要件を満たす場　
　合の玄関帳場等不要規定の追加
　・緊急時の迅速な対応が可能
　・鍵の適切な受渡し、施設の出入り状況の確認等
　　が可能

①施設床面における照度数値基準の撤廃
　⇒照度設備の定期的な保守点検の適切な実行を規定
②営業施設のCO2及びCO濃度基準規定の撤廃
③エアコンを有する客室の温湿度基準規定の撤廃
④宿泊定員規定の撤廃　

旅館業法令等の改正の概要

１「旅館業の規制の見直しに関する意見」（H28.12.６ 規制改革推進会議決定）
　・過剰な規制はホテル・旅館事業者の創意工夫を阻むものであり、宿泊ニーズの多様化に十分
　　対応できていない

食品・衛生課

●旅館業法(昭和23年法律第138号)

高知県旅館業法施行条例の改正内容

●衛生措置の基準（第6条）

①構造設備基準の撤廃
・客室の最低数【政令】（以前はﾎﾃﾙ10室以上、旅館5室以上）
・構造設備の様式（和式又は洋式）による規制【政令・要領】
　（寝具の種類、客室の境の種類等）
・設備基準の数値規制【要領】
　（照度、浴槽面積等）

②構造設備基準の見直し
・客室の最低床面積【政令】
　 ⇒様式（和室、洋室）による規制からベッドの有無による規制へ
・ICT（監視ｶﾒﾗ等）を活用した玄関帳場の代替規定追加【政令】

※ホテル営業-主要設備が洋式

※旅館営業　-主要設備が和式
※簡易宿所営業-主要設備を多数人で共用
※下宿営業　　-1ヶ月単位で利用

１ ホテル営業     
２ 旅館営業      

３ 簡易宿所営業
４ 下宿営業

１ 旅館・ホテル営業

２ 簡易宿所営業
３ 下宿営業

1．営業種別の統合と規制緩和

法律及び政令の規定により条例で定めるとされている基準について、国の「旅館業における衛生等管理要
領」を参酌して条例改正を実施

条例改正のメリット

●構造様式や、設備要件の自由
　度が高まることで、多様なコ
　ンセプトの旅館業施設の営業
　が可能になる。
●最小限の規制にすることで、
　営業者の負担が軽減し、新規
　参入が容易になる。

２ 無許可営業者の広がりへの対応
　・個人宅等の小規模施設を活用
　　した宿泊サービスの台頭

２．無許可営業者等に

　　対する規制の強化

・無許可営業者に対する
　報告徴収及び立入検査等
　の権限追加

・無許可営業者等に対する
　罰金の上限額の引き上げ
　（３万円 ⇒ 100万円）

⇒構造設備基準の規制全般について、公衆衛生等の観点から根拠を明確に説明し得る

　必要最小限のものとすべき

（施行日: H30.6.15）

※　改正政令第1条第1項第8号ほか

　　「その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること」

洋室：有効面積4.5㎡/１人
和室：有効面積3.3㎡/１人

(  )内･･･H28末許可施設数。
　　　　県所管分に限る。

(1)

(361)

(242)

(45)

※住宅宿泊事業法に基づく条例による住宅宿泊
　事業規制のあり方については、今後、別途
　検討会を立ち上げ検討

※高知市内の事業者は高知市
　条例の適用となる。

（施行日: H30.6.15）



〇「高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等の６条例の改正について                                 
  （国が定める基準省令が改正されたことに伴い、これに準じて関係する条例を改正。 施行予定日：平成30年4月1日）    障害保健福祉課

 
 

   

  ３　高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例　（平成25年1月11日条例第15号）

５　高知県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例　（平成25年1月11日条例第17号）

○生活介護（いわゆるデイサービス）を利用していた障害者が一般就労した場合に、就職後の相談等の支援に関する規定を新たに定める。
○一般就労に必要な知識及び能力向上のための訓練を行う就労移行支援について、通勤訓練の実施の規定を新たに定める。

○障害者の一般就労に伴う生活面の支援を行うサービスとして「就労定着支援」の基準を新たに定める。
○一人暮らしに困難が予想される障害者に対し、定期的な訪問や随時の対応などの支援を行うサービスとして「自立生活援助」の基準を新たに定める。

○グループホームの一類型として重度の障害者に対し、常時の支援体制を確保している「日中サービス支援型指定共同生活援助」の基準を新たに定める。

○高齢者・障害児者を１つの事業所で支援していけるように「共生型サービス」を新たに位置づける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

４　高知県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例　（平成25年1月11日条例第16号）

○福祉型障害児入所施設が指定障害者支援施設の指定を受け、一体的に支援を提供している場合の従業員の員数の特例を廃止する（経過措置3年）。

１　高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
　　（平成25年1月11日条例第13号）

○重度の障害により事業所に通えない障害児に対し、居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスとして「居宅訪問型児童発達支援」の基準を

　新たに定める。

○児童発達支援事業所の基準の見直しを行う（昨年度の放課後等デイサービスと同様の見直し）。

　① 置くべき従業員を「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とし、その半数を「児童指導員」「保育士」とする（経過措置１年）。
　② 保護者等への事業所の情報の提供と、サービスの自己評価とその改善内容を公表することを義務づける。

○人員配置基準中、「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師）」に改める（障害児通所支援サービス共通）。

○高齢者・障害児者を１つの事業所で支援していけるように「共生型サービス」を新たに位置づける。

２　高知県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例　（平成25年1月11日条例第14号）

○指定障害者入所施設が福祉型障害児入所施設の指定を受け、一体的に支援を提供している場合の従業員の員数の特例を廃止する（経過措置３年）。

６　高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例　（平成25年1月11日条例第21号）

○人員配置基準中、「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師）」に改める（福祉型障害児入所施設等）。



１　位置図

２　工事概要

路 線 名 　一般国道４９４号

工 区 名 　佐川～吾桑バイパス

施 工 場 所

工 事 内 容 　「水口トンネル」

　　延長Ｌ＝２８０ｍ

事 業 内 容
及 び

事 業 効 果

入 札 方 法

応 札 業 者

契約の相手方

完 成 期 限

契 約 金 額

国道４９４号　社会資本整備総合交付金（水口トンネル）工事

（道交国（改築）　第109-010-21号）

　須崎市吾桑

　一般競争入札

　６者

　田邊・轟・杉本特定建設工事共同企業体

　平成31年４月15日（契約の翌日から390日）

　1,023,300,000円

　一般国道４９４号（松山市～須崎市）のうち、一般国道３３号との交点である高
岡郡佐川町丙川内ヶ谷（こうちがたに）と、一般国道５６号との交点である須崎市
吾桑（あそう）間の道路は、佐川～吾桑バイパスとして、平成６年度から工事を実
施している。
　当該バイパス工事の目的は、幅員狭小及び線形不良解消並びに国道３３号と国道
５６号及び高知自動車道の須崎東インターなどへのアクセス強化を図る幹線道路網
を整備することであり、今回の水口トンネル工事は当該バイパス工事の一部として
行うものである。
　なお、このバイパスの整備による具体的な整備効果は次のとおりである。
　　１）緊急輸送道路としての機能確保
　　２）線形不良箇所の回避による走行時間の短縮
　　３）医療施設までの搬送時間短縮による医療サービスの向上
　　４）現道の通過交通減少による歩行者・自転車の安全性の確保
　　５）落石危険箇所の回避による通行車両の安全性の確保

　　さかわ あそう

みなくち

至　四万十市

至　高知市

水口トンネル
Ｌ＝280ｍ

供用済み区間

Ｌ＝1,020ｍ

高知自動車道

国道56号

佐川～吾桑バイパス
至　国道33号

≪凡例≫

　　　　施工区間

　　　　供用済区間

　　　　未供用区間 須崎東IC

広域図 33

56

197

494

佐川町

起点

高岡郡佐川町丙川内ヶ谷

終点

須崎市吾桑

佐川～吾桑バイパス
　L=5,930m

佐川～吾桑バイパス



１　位置図

２　工事概要

路 線 名
さわたりたかとりせん

町道　佐渡鷹取線

工 区 名
さわたり ～ なかひら

佐渡～中平工区

施 工 場 所
こうちけん たかおかぐん ゆすはらちょうさわたり

高知県 高岡郡 檮原町 佐渡

工 事 内 容
さわたりたかとり

佐渡鷹取トンネル

入 札 方 法

応 札 業 者

契約の相手方

完 成 期 限

契 約 金 額

町道佐渡鷹取線　社会資本整備総合交付金（佐渡鷹取トンネル）工事
（道交地（受託）　第176-002-3号）

　　　　　　　　Ｌ＝684.0ｍ

　一般競争入札

　５者

　轟・田邊・岩井特定建設工事共同企業体

　平成32年３月15日（契約の翌日から725日）

　1,515,240,000円

事業内容
及び

事業効果

　檮原町(ゆすはらちょう)から受託した本事業は、主要幹線道路である国道
439号と県道中平(なかひら)檮原(ゆすはら)線を結ぶ町道のバイパス整備を目
的とする事業である。
　現在、南部地域へ通じる道路としては国道439号と県道中平檮原線がある
が、両道周辺は急峻な地形であることから異常気象時の通行規制や崩土によ
る通行止めに伴い集落の孤立が多発しており、また、檮原町中心部から南部
地域まで40分程度の時間を要している。
　このたびの整備により、異常気象時の集落孤立化の解消が図られるととも
に、町中心部から南部地域へのアクセスは20分程度に短縮され、安全性・利
便性が向上するものである。

終
点
　
檮
原
町
　
佐
渡

起
点
　
檮
原
町
　
中
平

町道佐渡鷹取線　L=800m

佐渡鷹取トンネル
L=684m

国道439号

県道中平檮原線

広域図

檮原町

四万十町

津野町

詳細図

位置図

197

至　南部地域
439

国土地理院　電子地形図を使用

南部地域



左岸側

節理面

節理面

○和食ダム本体建設工事請負契約の一部を変更する契約の締結について

節理面



平成30年度当初予算（案）の概要

平成30年２月16日
知事記者発表
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　　　　　　　　　５つの基本政策と３つの横断的な政策のさらなるバージョンアップを図り、県勢浮揚の実現に向けて実効性の高い施策をスピード感を持って展開ポイント１

　　　各種施策の充実・強化と国の経済対策の活用により積極型予算を編成
【一般会計当初予算】　○当初予算　4,509億円 （△83億円、△1.8％）　　　○実質的な当初予算ベース　4,676億円 （＋76億円、＋1.7％）

５ つ の 基 本 政 策　

 日本一の健康長寿県づくり ～第３期日本一の健康長寿県構想で目指す姿に向けて～
　　 高知版地域包括ケアシステム、高知版ネウボラの推進など、「県民の誰もが住み慣れた地域で、
　　 安心して暮らし続けることのできる高知県」の実現を目指す施策を充実・強化

 経済の活性化  ～第３期産業振興計画の推進～
    完全雇用状況下における持続的な拡大再生産の創出に向け、『地産外商』の政策群をさらにパワーアップ

 南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化  ～第３期行動計画を力強く実行～
    「命を守る」対策をさらに徹底するとともに、「命をつなぐ」対策を加速化

 教育の充実と子育て支援  ～教育等の振興に関する施策の大綱、高知県教育振興基本計画の着実な推進～
　 　チーム学校の構築による「知」「徳」「体」に係る教育力のさらなる向上、厳しい環境にある子どもたちへの支援を充実・強化

 インフラの充実と有効活用
　　 大規模建築事業が終了することを受けて、土砂災害対策や公共土木施設の事前防災対策を大幅に加速化

５つの基本政策に横断的に関わる政策

 少子化対策の充実・強化と女性の活躍の場の拡大
  　 少子化対策を充実するとともに、就労支援などにより女性の活躍の場の拡大を推進

 中山間対策の充実・強化
　　　集落活動センターを中心に、中山間地域の産業をつくり、生活を守る対策を充実・強化

Ｈ29 196 【201】億円
　　　　　　　　　　→　H30  191 【210】億円　

１

4

2

3

5

Ｈ29 448 【448】億円
　　　　　　　　　　  → H30  434 【437】 億円　

　　　　　

Ｈ29 233 【233】億円
                    　→ H30  215 【215】億円　

Ｈ29 330 【331】億円
　　　　　　　　　　 　→ H30  304 【326】億円　

Ｈ29 936【943】 億円
　　　　　　　　　   → H30  906【1,072】 億円

Ｈ29 274 【274】億円
　　　　　　　　　　　 →　H30  287 【287】億円　

Ｈ29 104 【104】億円
　→　H30  95 【95】億円　

１　平成30年度一般会計当初予算（案）のポイント
こうした積極型予算は10年連続！

※実質的な当初予算ベースは、各年度当初予算額と前年度2月補正予算額のうち国の経済対策分の合計額（実質的に当該年度に予算執行される額）

※【　】内は実質的な当初予算ベース

主な増減額要因
　・高等学校等施設整備+21
　・子ども教育・保育給付費+4
　・新図書館施設等整備△46

主な増減額要因
　・療養病床転換・耐震化等支援+7
　・国民健康保険財政安定化基金積立金△11
　・療育福祉センター等施設整備△11

主な増額要因
　・公共土木施設事前防災対策等+122

主な増減額要因
　・子ども教育・保育給付費+4
　・中央児童相談所等施設整備△11

主な増減額要因
　・農業クラスター・産地パワーアップ+9
　・造林・間伐・路網+8
　・観光拠点・歴史観光資源補助△12

主な増額要因
　・道路防災対策・修繕事業+15
　・1.5車線的道路整備+1

主な増減額要因
　・県立学校非構造部材耐震化+9
　・県有建築物等の耐震化△20

 文化芸術とスポーツの振興　～文化芸術振興ビジョン、第２期高知県スポーツ推進計画の推進～
　　　「文化芸術振興ビジョン」を推進するとともに、スポーツ参加の拡大、競技力の向上、スポーツを通じた活力ある県づくりを推進

Ｈ29   69 【69】億円
　　　　　　　→　H30  47 【47】億円　

主な増減額要因
　・青少年センター陸上競技場整備+5
　・坂本龍馬記念館整備△18
　・歴史観光資源補助△8



　平成30年度一般会計当初予算（案）の全体像

※「経済対策分」は前年度2月補正予算額
のうち国の経済対策分



実質的な当初予算ベース比較

見た目の予算額は▲83億円の減（▲1.8％）だが、用地先行取
得対策費（59億円）と公債費（57億円）減の影響を除いた場
合、33億円の増（+0.7％）となる。

１　平成30年度一般会計当初予算（案）のポイント

○　平成30年度に執行される実質的な当初予算ベースでは、4,676億円（対前年度+76億円、+1.7％）
○　このうち、普通建設事業費は、1,072億円（対前年度+129億円、+13.7％）
    ※実質的な当初予算ベースは、各年度当初予算額と前年度2月補正予算額のうち国の経済対策分の合計額（実質的に当該年度に予算執行される額）

ポイント２

【補足】平成30年度の実質的な当初予算4,676億円は、昨年度の公表値である15ヶ月予算ベースとの比較では、△118億円（△2.5％）となる。
    （平成29年度は4,794億円（当初4,592億円+経済対策202億円（※）） （※）9月48億円+12月146億円+２月8億円

当初予算
4,592億円

当初予算
4,509億円

経済対策分

8億円

経済対策分

167億円
+76億円

うち普通建設事業費

943億円
うち普通建設事業費

1,072億円

（参考）当初予算比較

4,476億円 4,509億円

116億円
（用地先行取得対策費

59＋公債費57）

平成29年度 平成30年度

4,592億円 4,509億円

+33億円

 見た目の予算額は83億円の減（△1.8％）だが、用地先行取
得対策費（59億円）と公債費（57億円）減の影響を除いた場
合、33億円の増（+0.7％）となる。
 普通建設事業費の減は、主に新図書館と坂本龍馬記念館の整
備費（66億円）減によるもの。

△83億円

うち普通建設
  事業費

936億円

うち普通建設
  事業費

906億円

4,600億円 4,676億円 ○当初予算で比較しても
特殊要因を除く実質ベースで33億円の増

平成29年度 平成30年度
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財政調整的基金残高は68億円増加
（昨年の9月推計比）

○H29.9月推計時115億円
　　→　当初予算編成後のＨ30末見込183億円

県債残高は微増
　　○H29年度末見込4,894億円　→Ｈ30年度末推計4,950億円
　　　　　　　　　　　　　臨時財政対策債（※）を除く一般会計ベース
　（H28年度末将来負担比率）161.3%（全国で15番目に低い）

１

　将来にわたり継続的に財政調整的基金を確保し財政運営の弾力性を維持するため、当初予算において
①防災対策基金を創設（28億円）
②県債残高は低水準にあることから、行政改革推進債、退職手当債を発行（70億円）し基金の取り崩しを抑制
　２月補正予算においては、一時的な増嵩要因に起債で対応 （20億円追加）

（参考）・財政調整的基金の取り崩し額（当初予算時）の推移　H26:64億円、H27:97億円、H28:108億円、H29:96億円、H30:89億円
　　　　　　・行政改革推進債　事務事業の見直しによる将来の財政負担の軽減を活用して発行できる建設地方債（H17～H21発行）
　　　　　　・退職手当債、行政改革推進債発行額（当初予算時の推移）
　　　　　　　H26:40億円、H27:30億円、H28:30億円（2月補正で20億円追加）、H29:50億円（2月補正で20億円追加）、H30:70億円
　　　　　　・県民の生命財産を守り、将来の県民負担を抑制するための防災対策基金を財政調整的基金の一つに位置づけ

課題解決先進枠の活用等による積極的なスクラップ
アンドビルドの実施

○事務事業見直し△35.6億円、199件
　 （Ｈ29:△18.4億円、171件）

　 → 課題解決先進枠等　約37億円（Ｈ29:約28億円）

歳入確保・歳出削減の取組

基金残高と県債残高のバランスをとりながら、
今後も安定的な財政運営に取り組む。

【表１】予算編成後の財政調整的基金残高（見込）

平成29年度予算の執行段階での精査等により、
基金の取崩を一部取り止め(65億円)。当初推
計以上の基金残高を確保

+68

+48

平成29年度末残高
（H29.2月補正後）

平成30年度末残高
（H30当初予算後）

（億円）

臨時財政対策債を除く県債残高

Ｈ29.９月推計

財源不足額は159億円　(H29年9月推計時の財源不足額135億円)
（参考）財源不足額（当初予算時）の推移　 H25:141億円、 H26:104億円、 H27:127億円、 H28:138億円、H29:146億円　

（※）臨時財政対策債：本来地方交付税で措置されるべき額について、
　　　　 国の財政事情が厳しいことから、臨時的に地方債として配分されて
         いるもの。後年度、元利償還金の全額が地方交付税で措置される。

臨時財政対策債（※）

【表２】県債残高の推移（一般会計ベース）

                経済の活性化対策を大幅に加速しながらも、事務事業の見直しにより財政の健全性を確保ポイント３

歳　入

中長期的な財政運営を見据えた財源不足額への対応

２

１　平成30年度一般会計当初予算（案）のポイント

歳　出

歳入・歳出両面からの工夫　⇒　重要施策の推進にあたり、財源を確保
○国の有利な財源（地方創生拠点整備交付金（2月補正）、地方創生推進交付金（当初予算））を計13.6億円充当見込み
○中山間対策、福祉分野の将来に向けた投資事業に地域振興基金、地域福祉基金を計1.6億円充当
○土地開発公社の整理を行い、長年活用実績のなかった土地開発基金を防災目的にリニューアル（28億円）

一般財源総額は3,089億円（ 6億円増、+0.2%）
○県税、地方消費税清算金、地方譲与税（県税等）が
　 それぞれ増（5.5億円、＋0.5％）
○平成30年度地方財政計画における歳出特別枠の廃止等に
　 より、実質的な地方交付税が減（△28.2億円、△1.5％）

○高知競馬の運営が大幅に改善されたことから、昭和57年度
　以来36年ぶりに設置団体への利益の配分を実施（0.3億円）

＜県債発行額の増要因＞ ２月補正：H31までに実施すべき砂防等基礎調査（一般財源負担16億）等
　　　　　　　　　　　　　　　　　当初予算：県税等と実質的な地方交付税の合計額の減（対H29比△22億円）



 ①　平成25年度当初予算で創設した「課題解決先進枠」（※）を継続し、課題解決先進県を目指す事業へ予算の重点配分を実施。
　　 　　　※平成29年度予算から削減した額の1.5倍（一般財源ベース）まで課題解決先進枠として要求可能とする仕組み

 ②　既存事業のスクラップアンドビルドを徹底するため、予算要求前に全庁的な協議を実施し、予算要求に反映
 ③　既存事業を積極的に見直し、創意工夫による事業の組み替えやバージョンアップを促進するため、経常的経費について△５％のマイナスシーリングを設定
　　　　→　これらの結果、35.6億円、199件の見直しを実施（H29　18.4億円、171件）。主なものは以下のとおり。

　平成30年度当初予算編成方針のポイント

　（参考）課題解決先進枠を活用した予算の重点化と事業のスクラップアンドビルド
　　　　　　　　　～課題解決先進県を目指した事業のさらなるバージョンアップ～

○地域福祉計画の実践に関する研修を他の研修カリキュラムを充実することにより
　廃止（△703） 
○ヒラメ、エビ類の放流用種苗生産等について、委託より費用対効果の高い市町村
　向け補助事業へ見直し（△35,599） 
○立地企業の掘り起こし手法について、立地セミナーを廃止し、信用調査会社の
　ネットワークを活用することにより立地に関心のある企業をより効果的に開拓
（△8,836）
○警察本部庁舎の電気料を一般競争入札により縮減（△23,844） 
○設備投資支援について、金融機関の融資を促進するため利子補給制度を創設し、
　少額でより多くの投資を誘発（△182,647） 
○県立大学及び工科大学の大規模修繕について、運営費交付金から切り離して
　補助金化することにより起債の充当を可能とし、単年度の負担を平準化
（△183,939）
○電気事業会計から地域振興積立金を取り崩して一般会計に繰出し、再生可能
　エネルギー関係事業に充当（△20,521）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   等

　 事業効果の検証や事業手法の精査等を通じた見直し

○出会い・結婚応援事業について民間主催のイベントが定着してきたため、県主催交流
　会を廃止（△7,072） 
○大阪事務所に配置している就職アドバイザーについて、企業と県立学校の連携が進み
　必要性が低下したことから廃止（△3,593） 
○産業振興の課題解決のための県・市町村職員向けの研修について、５年間の実施に
　より全市町村に浸透し、自発的な取組が進んでいることから廃止（△2,348）
○市町村向けの貸付制度について、制度創設当初に比べ地方債制度のメニューが拡充
　されるとともに、市中銀行から低金利での借入れが可能となったことを踏まえ、事業目的
　を市町村の不測の歳入減等への対応に限定した上で縮小（△122,700）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等　

　 当初の目的の達成状況や実際のニーズ等を踏まえた見直し

平成30年度当初予算では、２つの視点で見直すことにより、課題解決先進県を目指した事業をさらにバージョンアップ （バージョンアップについては８ページ以降参照）
　　　　　　→ 予算の重点化と事業のスクラップアンドビルドを実現

１ ２（単位：千円） （単位：千円）



　　省力化・効率化の徹底
　　に向けたサポートの強化

成長に向けた「メインエンジン」をさらに強化！ 成長の「壁」を乗り越える！

　１）雇用環境の改善
   ○働き方改革の促進

　２）アクティブに働きかける
（移住希望者、新規学卒者、女性・若者・高齢者等）

　 ○マッチング機能の強化
　　　・  高知県移住促進・人材確保センター
　　　・  高知家の女性しごと応援室

 　○担い手の受け皿となる機能の強化
　　　・　高知の仕事を紹介するポータルサイト
　　　・　IT・コンテンツアカデミー
　　　・　農業担い手育成センター、農業大学校
　　　・　林業大学校
　　　

担い手の確保策の
抜本強化

 ［全般］
 　○課題解決型産業創出（再掲）

 ［二次産業、三次産業］
　 ○設備投資への支援の強化（再掲）

 ［一次産業］
 　○Next次世代農業等の展開（再掲）
　 ○高性能林業機械の導入支援、路網の整備
      促進
   ○スマート漁業の推進　

 ［三次産業、全般］
　 ○「志国高知 幕末維新博」　第二幕の展開　
　 ○自然体験型観光の推進（ポスト幕末維新博）
　 ○IT・コンテンツ産業の集積　
　 ○課題解決型産業創出
　 ○地域アクションプランのさらなる推進

 ［二次産業］
 　○商品開発や設備投資への支援の強化

 ［一次産業］
　 ○Next次世代農業等の展開
　 ○CLTの普及、Ａ材（良質材）の高付加
　　　価値化
 　○養殖生産ビジネスの拡大

 ［三次産業］
　 ○インバウンド観光のさらなる強化

 ［二次産業］
　 ○外商活動の全国展開のさらなる推進
   ○海外への輸出の本格展開
　
 ［一次産業］
　 ○Ａ材（良質材）の販売促進・外商体制の
　　　強化
　 ○高知家の魚 応援の店の活用強化

5

［三次産業、全般］
　・　高知県移住促進・人材確保センター（再掲）

　・　IT・コンテンツアカデミー（再掲）

　・　土佐の観光創生塾
　・　土佐MBA
　・　文化人材育成プログラム

［三次産業、全般］　商店街等地域の事業者、地域の観光事業者等　
［二次産業］　　　　  ものづくり企業、食品加工事業者　　　　　　　　
［一次産業］　　　　  中山間農業複合経営拠点・集落営農法人、製材事業体、漁業経営体
［地域アクションプラン］

人材育成・確保の取組の充実 金融機関等との連携による
事業戦略の策定と実行支援の強化

起業や新事業展開の促進 　　　　　　　　　　　地域産業クラスター等の形成

ポイント3 ポイント4

ポイント6ポイント5

ポイント7 ポイント 8
　［一次産業］
　　・　農業担い手育成センター

　　　　　　　　　　　　　　　　（再掲）

　　・　農業大学校（再掲）

　　　・　林業大学校（再掲）

等

等

等

等

等

　［二次産業］
　　・　工業技術センター
　　・　食のプラットホーム
　　・　高等技術学校

１ ２

　　

交易の範囲の
さらなる拡大

継続的に新たな
付加価値を生み出す

仕組みを意図的に構築
ポイント1 ポイント2

  ○19のクラスタープロジェクト（Ｈ30.1時点）の推進      　○こうちスタートアップパーク　　　　　　○IT・コンテンツ産業の集積（再掲） 等等

１ ２

多様な仕事を地域地域に創出　新規事業のたゆまぬ創出

　　・　 　を支える取組

等

外　　商  

外　商

地　　産

地　産

　2-(1)　５つの基本政策関連予算のポイント

1 経済の活性化 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ30：191億円【210億円】Ｈ29：196億円【201億円】　  →
　【】内は２月補正経済対策分を含んだ額～第３期産業振興計画の推進～
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地産外商などの努力が多くの方々によって積み重ねられた結果

　　［参考］高知県経済の状況等①　～拡大傾向に転じつつある高知県経済～

３．業況判断D.I.の推移（全産業）出典：厚生労働省「一般職業紹介状況」２．有効求人倍率の推移（季節調整値）

産業振興計画

出典：日銀高知支店「全国企業短期経済観測調査」
（2017年12月・高知県分）

産業振興計画

H2　    H4       H6       H8      H10    　H12     H14     H16      H18     H20      H22     H24     H26     H28　　H29   

Ｈ21～

産業振興計画スタート！

今や、かつてのような人口減少に伴って縮む経済
ではなく、

人口減少下においてもむしろ拡大する経済
へと構造が転じつつある

各分野において、生産性や付加価値を高め、
交易を拡大する取組を全力でサポート

こうした流れを一過性のものとせず、
持続的な拡大再生産の好循環の

パスに乗せるため、
「第３期産業振興計画」を推進中

戦略の柱 ＝ 地産外商

Ｈ28～

H29年12月
全国：1.59
四国：1.53

高知
：1.28

過去最高値

産業振興計画
　　　　　　　を１とした増減率

Ｈ14

Ｈ14

生産年齢人口
（15歳～64歳）

有効求職者数

木材・木製品製造業出荷額等

有効求人数

減少

食料品製造業出荷額等

上昇

原木生産量

県外観光客入込数

観光総消費額

沿岸漁業生産額

農業産出額

水産加工出荷額

製造品出荷額等

Ｈ14年度→Ｈ20年度

△６．３％

県内総生産（実質）

Ｈ20年度→Ｈ26年度

＋４．０％

県内総生産（実質）

１．各種生産額の推移
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出典：高知県、内閣府「県民経済計算報告書」
          

万円

１．就業者一人当たりの県内総生産額（労働生産性）の推移

　　［参考］高知県経済の状況等②　～しかし、まだなお残る課題～

２．一人当たりの現金給与総額（平均月額）の推移

３．雇用失業情勢 ４．社会増減の状況

▲ 3,537

▲ 5,222

▲ 3,411

▲ 747
▲ 1,341 ▲ 1,533 ▲ 1,575

▲ 2,927

▲ 1,684

▲ 2,265

▲ 1,770

▲ 6,000

▲ 5,000

▲ 4,000

▲ 3,000

▲ 2,000

▲ 1,000

0●有効求人倍率

 H18      H19     H 20 　  H21 　　H22 　　 H23     H24     H25     H26     H27   H28年度

出典：高知県「高知県の推計人口」　　

※外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となったことに伴い、平成26年度以降の数値には外国人を含む

出典：高知県、厚生労働省「毎月勤労統計調査」
          

○成長の「壁」を乗り越える！
  ・完全雇用状態を背景とした人手不足の深刻化という現下の課題に対応できる有効な対策を
　講じることが必要 

○成長に向けた「メインエンジン」をさらに強化！
  ・人口減少によって経済が縮むという負の圧力がかかり続けており、本県経済の活性化の傾
  向を確固たるものとするために、引き続き、「地産外商」を強力に推し進めることが重要    

H20→H26の増減率

県 　＋13.2％
全国　△1.7％

　

産業振興計画

万円
産業振興計画

　H20→H28の増減率

　　県　 　＋2.8％
　　全国　△4.7％
　

％

　上記の指標でも改善傾向が見られるものの、乗り越えなければならない課題も

○労働生産性［１］、現金給与総額（一人当たり平均月額）［２］の伸びは、全国を上回る

 　《課題》 依然全国の絶対水準を下回る(労働生産性89.8％、現金給与総額93.2％）

○雇用失業情勢が改善［３］、人口の社会増減は全国が景気回復状況下にある中、過去の
　同様の局面（Ｈ18、Ｈ19頃）と比べ1/2程度に改善［４］

　《課題》　全国で人材確保競争が激化しており、本県産業に必要な人材を確保していくことがより
　　　　　 困難な状況に

●雇用保険被保険者数の推移
人

全国が景気回復状況下にある中、過去
の同様の局面と比べ、１/２程度に改善産業振興計画
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出典：高知労働局「労働市場月報」

産業振興計画

Ｈ20年度　0.46倍
　　⇒　Ｈ28年度　1.13倍

概ね完全雇用の状態
　（日本銀行高知支店特別調査Ｈ29.6）

※事業所規模5人以上、調査産業計、常用労働者　（単位未満四捨五入）

持続的な「拡大再生産」の好循環の創出に向けた強化の方向性

●完全失業率

Ｈ20年　4.8％　
　　⇒　Ｈ28年　3.3％



対　象
＜各種 アクティビティ・体験＞
■カヌー、ラフティング
■レンタサイクル
■山岳、ボルダリング
■シュノーケリング、ダイビング
■屋形船、グラスボート
■釣り、ホエールウォッチング
■サーフィン、ボディーボード
■キャンピング  等

Ⅳ.民間活力の導入

・定時・定量・定質･定額

・ユーザーアクセスの向上

Ⅰ.４定条件

Ⅲ.ＰＲの強化等

■事業体の強化と観光人材の育成　　　　
全体を下支え

観光産業を支える事業体の強化や
人材の育成と商品造成力の向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

磨き上げ

キャンペーン
参加旅行商品

＋
クラスター化

 自然体験型観光の推進

・サービス内容の磨き上げ
Ⅱ.顧客満足度の向上

アドバイザー支援、財政支援

商品化

     

専
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
登
録

ＰＲ

ＰＤＣＡサイクルを
継続的に回す仕組み

を導入　　　　　

・本県の強みである食・歴史・自然について、食はこれまでの取組により高い評
価を獲得してきており、歴史については幕末維新博を通じてレベルアップを
図っているところ。

・平成30年度の越知町などを皮切りに県内各地で新たなキャンプ場がオープ
ンし、カヌー・スイミングなどのアクティビティの拠点施設も順次整備される。

・2020年オリ・パラ東京大会が近づき、全国的にスポーツ振興や自然体験の
機運の高まりが予想される。

前　提
■「ポスト幕末維新博」では、幕末維新博で培ってきた歴史観光の勢いを維持さ

せつつ、「自然」や「体験」を前面に出したキャンペーンを展開し、自然体験型観
光の磨き上げとともに周辺施設や事業者等とのクラスター形成をさらに進めて
いくことで、受入態勢のレベルアップを図る。

■その後はレベルアップした「歴史」、「自然」、「食」をベースに、その時々の流行を
つかみながら本県の強みを最大限に生かした展開を行う。
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■プロモーション　×　キャンペーン等の展開
◆平成30年度からポスト維新博を意識した情報発信を徐々に織り込んで展開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■磨き上げ等による基盤整備　　　　

・民間活力の積極的な導入　・個人旅行者向けの旅行商品の造成と販売力の強化支援
・広域観光組織の機能強化　・外国人等の観光客におもてなしできる人材等の育成支援
・顧客満足度の向上に向けた受入人材の育成支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・観光振興推進事業費補助金　
（15,972千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・地域観光商品造成等委託料（46,993千円）【再掲】　・広域観光推進事業費補助金（143,000千円）【再掲】
・観光創生塾事業者支援・観光事業戦略等アドバイザー報償費等（7,122千円）　・観光ガイド育成事業費（2,976千円）
・外国人観光客受入研修実施委託料 （7,812千円）

　　ポスト幕末維新博の推進  観光振興部
 Ｈ30当初予算額　223,875千円

方向性

拡

拡
拡
新



　　生産性を高める設備投資の推進
工業振興課、経営支援課 
H30当初予算額　115,000千円
【債務負担】246,000千円

　【補助金】

事
業
者
（
企
業
）

産業振興
センター

「事業戦略」
の策定

「経営計画」
の策定

金融機関

商工会・
商工会議所

設備投資事業戦略・
経営計画の策定 設備投資計画の策定 拡大

再生産

　【融資】
○金融機関 融資
　　中小企業設備資金利子補給金

設備投資の実行支援

金融機関・保証協会

県（経営支援課）

　【補助金】
　　「ものづくり事業戦略推
進事業費補助金」 （生
産性向上計画作成事
業）
（補助率1/2、上限150
万円）

一定規模以上の設備投
資を効果的に行うための

「生産性向上計画」
の策定

生
産
性
の
向
上
（
生
産
効
率
化
、
高
付
加
価
値
化
）

県（工業振興課）

制度 ①経営計画・
事業戦略型

②先端設備等
導入計画型

③生産性向上
計画型

業種 限定なし 限定なし 製造業のみ

規模
（想定）

中小企業・
小規模事業

者
中小企業・

小規模事業者
一定規模以上

の投資

要件

経営計画
（商工会・商
工会議所認

定）
又は

事業戦略
（産業振興セ
ンター認定）

策定

経営計画又は
事業戦略策定

＋
先端設備等導
入計画（市町

村認定）
又は経営革新
計画（県承
認）策定

経営計画又は
事業戦略策定

＋
生産性向上計

画
策定

保証付き
融資対象 ○ ○ ○

利子補給の
対象融資額
上限（１件

あたり）
2,000万円 5,000万円 1億円

期間 10年（据え置き2年）以内
補給率 1%以内
融資枠 10億円 10億円 10億円

○県・産業振興センター・商工会・商工会議所に加え、金融機関・保証協会も参加し、事業戦略・経営計画策定から生産性向上に向けた設備投資まで、一貫した事業者支援を実施
○国及び市町村との施策連携により、企業の設備投資を強力に後押しするとともに、事業戦略・経営計画に基づく企業の成長へと好循環を生み出していく

○経営統括・技術
統括、生産技術
コーディネーター等
による内容確認、助
言

新

新国の支援制度

も
の
づ
く
り
・
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
経
営
力
向
上

支
援
補
助
金
（
も
の
補
助
）

（策定支援、認定）

（策定支援、認定）

（策定支援）

（策定支援）

①

a「先端設備等導入計
画」（導入による労働生
産性向上）<市町村認
定>

または、

b「経営革新計画」<県
承認>（新事業展開に
よる付加価値向上等）

国の制度に基づく
設備投資計画の策定

（a または b）

②

③

生産効率化、
高付加価値化

に係る相談

固定資産税
率ゼロの市町
村の事業者を

優先採択

補助率UP
1/2⇒2/3

産業振興
センター

対策のポイント



②オランダの技術を
高知の気候条件や栽培
品目などに合わせて進化

（H23～）

③次世代型こうち
新施設園芸システ

ムとして普及
（H26～）

①オランダ・ウェストラント市と
友好園芸農業協定を締結し、

技術交流を継続！
（H21～）

今までの取組 農業産出額増へ
●環境制御技術：267ha
　→16億円の効果
●次世代型ハウス：32.6ha
　→30.6億円の効果（H29年見込み）

「Next次世代へ」

課題
●各ハウスの環境データ等の情報の一元化
●作物の生育状況の見える化
●収量増に伴う労働力不足
●新規就農者や後継者への篤農家の
　 栽培技術の継承
●作物の正確な出荷予測

◆環境制御技術のさらなる普及
  ・主要7品目：21％（H28）→95％（H33）
  ・平均収量アップ/10a：10％→30％
◆次世代型ハウスのさらなる普及
  ・20ha（H28）→116ha（H33）

◆主要7品目の面積当たり必要労働力
  ・20％減

◆農業産出額のアップ
  ・1,011億円（H27）→1,150億円（H37）
◆出荷予測情報発信による販売力の強化
  ・出荷予測情報に基づく契約販売
　　 ０％（H29園芸年度）→ 20％（H34園芸年度）

本システム構築による目指すアウトカム

ハウス内の温度、湿度、炭酸ガスなどの環境を制御することにより
高収量・高品質

環境制御×IoTやAI技術を活用して栽培から出荷、流通までを見通したシステムへ！

超高収量・高品質 高付加価値化・超省力化

◆次世代型こうち新施設園芸システム
　 推進協議会
・次世代施設園芸の各地域への展開を促進する
　ため、成果の情報発信や研修を支援。
◆各種情報の一元化システムの開発
・環境､作物､収量･品質の各データを一元化
　→新規就農者等へ篤農家の匠の技を伝承

普及・展開

クラウド

「気付き」と改善

さらなるイノベーションを
実現！

有利販売、さらなる改善

◆出荷予測システムの開発
・環境、作物、気象、出荷量・品質等の各データに
 よる精度の高い出荷予測の開発
→週間・月間の出荷予測情報で契約取引の増加
◆出荷データの活用
・出荷量・品質の分析データを栽培にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
→栽培管理の見直し、改善、営農指導

「攻め」の商談

技術の確立
◆施設野菜の生産性向上技術の確立
・光合成能力を最大化させる環境制御技術の開発
・ＩＴ企業と連携したIoT機器の開発・実証
　（生育診断の自動化）
　→より確実に､より簡単に､さらなる収量アップ

光合成速度の測定作物データの自動収集

を実現！

　　IoT推進事業費
 IoT推進事業費　【H30当初】33,160千円(一)33,160千円

　　次世代施設園芸技術習得支援事業費補助金
　　　　　　　　　　【H30当初】　9,972千円(国)9,972千円

　　Next次世代こうち新施設園芸システムへの進化
環境農業推進課、産地・流通支援課
H30当初予算額　132,980千円
2月補正予算含む
　　

　　　【H29補正】83,662千円
　　　　(一)831千円(国)41,831千円(債)41,000千円
　　　【H30当初】　6,186千円(一)6,186千円

新 新 新
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H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

　　　　　有望市場でのさらなる販路の
　　　　　拡大
　　
　　　　　販路開拓が期待でき、かつ
　　　　　県内企業の要望が高い新たな
　　　　　市場の開拓

　　　　　ユズ、日本酒、水産物に続く、
　　　　　輸出有望品目の掘り起こし

さらなる輸出拡大に向けた課題 　　　　
　　       ・

　　○　現地の商社や量販店・飲食店・コンサルタントなど「キーパーソン」との
　　　 ネットワークを強化し、有望市場での輸出促進をさらに加速化

　　○　輸出に取り組む企業のステージに応じた戦略の策定と実行を支援し、
　　　 企業ニーズに応じた新たな市場を開拓

強化の方向性

台湾 　　　　　　　　　　　　　　　食品とキッチン関連商品をセットに
　　　　　　　　　　　　　　　したプロモーション等

シンガ
ポール

　　　　　　　　　　　　　　　見本市出展、量販店でのプロモー
　　　　　　　　　　　　　　　ションや飲食店等の業務筋への売
　　　　　　　　　　　　　　　込の強化

米国
                    　　　　　・米国食品安全強化法(FSMA)
　　　　　　　　　　　　　　　　対策支援の継続
              　　　　　　　　・展示会出展、プロモーションの実
　　　　　　　　　　　　　　　 施等

欧州
　　　　　　　　　　　　　　　・土佐酒と観光をセットにしたプロ
　　　　　　　　　　　　　　　　モーションの実施
　　　　　　　　　　　　　　　・フランスの見本市で「KOCHI
　　　　　　　　　　　　　　　　YUZU」を効果的にPR

香港　　 　　　　　　　　　　　　　　　業務筋向けの販路開拓

タイ 　　　　　　　　　　　　　　　見本市出展・業務筋向けの販路
　　　　　　　　　　　　　　　開拓

食料品の輸出額の推移

シンガポール事務所・高知県台湾オフィス・上海ビジネスサポートサテライト

　３．生産現場と連携した
有望品目の発掘

輸出に関するノウハウや
人脈の蓄積

水産流通課

畜産振興課

産地・流通支援課

海外に広がるキーパーソン（現地商社、飲食店・コンサルタント等）との連携強化

高知県地産外商公社
（国内商社情報）

　　　

　ジェトロ高知
（海外展開支援の専門機関）　

高知商工会議所
（海外事業）等

　　　

　　　　　　　　　　　　　○　貿易促進コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　○　貿易推進統括アドバイザー

地産地消・外商課

輸出振興監

県内食品企業・生産者

１

２

３

POINT１　輸出促進の足場を築く！

１．輸出促進の足場固めと新たな事業の展開

　　　　　　　　ド　バ　イ／中東最大規模の見本市に出展
　　　　　　　　ベ ト ナ ム／ホーチミンの販路開拓等
　　　　　　　　マレーシア／バイヤー招へい商談会開催等

【キーパーソン】
・現地商社、量販店
・飲食店、有名シェフ

【キーパーソン】
・現地商社、量販店
・アドバイザー

【キーパーソン】
・現地商社、飲食店
・アドバイザー

【キーパーソン】
・現地商社、量販店

【キーパーソン】
・現地商社、飲食店

４．ALL高知の輸出促進体制を構築

POINT2　県内企業の輸出戦略の策定と実行を支援！

POINT3　生産現場と連携し新たな品目を発掘！

POINT4　1～3の推進に向けALL高知の輸出促進体制を構築！

２．企業の輸出戦略の策定・実行支援と新たな市場開拓

体制の充実・強化

ユズ、日本酒を中心に
７年間で14.1倍に拡大

単位 百万円 721

　　輸出の本格化 ２nd フェーズ 地産地消・外商課 
H30当初予算額　143,033千円

【キーパーソン】
・現地商社、飲食店

・海外経済活動支援事業委託料(61,408千円)　・輸出促進企業支援事業委託料(55,030千円)
・高知貿易情報センター負担金(11,503千円)　・四国４県・東アジア輸出振興協議会負担金(2,500千円)

新たな
市場

新たに輸出振興室を設置

案
件
に
応
じ
専
門
家

を
積
極
的
に
活
用高知県貿易協会



県外パートナー企業との連携
戦略３　新たな活用策の展開　【内装材等】

戦略１　マーケットシェアの拡大　【住宅】

●既存マーケットでのシェア拡大
　県外市場における外商促進に向け、県内生産体制の
整備や流通の改善等の取組を展開

戦略２　新たなマーケットの開拓　【非住宅】

●新たな需要の開拓
　非住宅建築物の木造化を促進するため、
新商品と一般製材品をセットで提案・売り込み

　　

利用促進

人材の育成

施主等への提案

製材事業体の強化

展示会・商談会の充実

流通の効率化・利便性の向上

ＴＯＳＡＺＡＩセンター設置
（一社）高知県木材協会内に

県産材の外商促進に向けた取組の
支援体制を強化

外商体制の強化

●付加価値の向上

　木材製品の付加価値を高めるため、店舗・マンション内装等に使用する県産材製品（内装、建具、家具等）の
開発、製造、販売をサポートする取組を展開

●目指す姿

　木材製品を　「より高く」　「より多く」　売り

　　　　　　　　中山間地域へ「利益を還元」

木材産業振興課 
H30当初予算額　４４，８９２千円

戦略１　マーケットシェアの拡大　【住宅】
　　　　　　　・外材や他産地と競争し、県産材のシェアを拡大する仕組みづくり
戦略２　新たなマーケットの開拓　【非住宅】
　　　　　　　・非住宅建築物への木材利用の促進及び木造建築を推進する
　　　　　　　 人材の育成
戦略３　新たな活用策の展開　【内装材等】
　　　　　　　・高付加価値な木材製品の開発及び販路の開拓

・木材乾燥機等の整備、事業戦略策定　等

・展示会開催地の拡大、県内外における
  商談会開催　等

・県外流通拠点の活用、共同定期輸送
　の拡大　等

・土佐材のＰＲによる
　販売促進　等

・商品のＰＲ及び販売促進　等

・実務者向けセミナー等の開催
・林業大学校の短期課程の活用（建築士、
　インテリアデザイナー等向けセミナー開催）等

・経済同友会、ＣＬＴ首長連合との　
　連携による需要拡大
・木造非住宅建築物の設計支援　等

・県内メーカーのデザイン・提案力の強化や人材育成（林業大学校との連携）
・県内メーカー等の営業、受注体制の確立

【対策のポイント】　Ａ材の需要拡大と販売促進を強化（木材需要の大半を占める建築用材（Ａ材）の外商を拡大）

●現状
   ＣＬＴ用ラミナ工場や木質バイオマス発電所の整備等
　 により、中質・低質(B～D)材の需要が拡大　

●課題
   高単価での取引が見込まれるＡ材の需要拡大と
　 外商促進が必要　

　　県産材の外商促進　《A材の新たな活用》　　県産材需要拡大サポート事業 木材産業振興課 
H30当初予算額　44,892千円



　　移住促進策のバージョンアップ 移住促進課 
H30当初予算額　367,938千円

　　　  高知を知って・
　　　　　  好きになってもらう
Step１

基本となる取組

高知家プロモーション　　

　　　  移住に関心を
　   持ってもらう

Step 2

　ホームページ等での
　情報発信　　

　　　　  主体的な行動に
　  移ってもらう

　 

Step 3

移住･交流コンシェルジュ
による相談対応　　

都市部での相談会や
移住体験ツアーの実施

　　  移住について
　　　　　 真剣に考えてもらう

　 

Step 4

市町村のサポート体制の充実
（専門相談員の配置等）

移住促進策と各産業分野の
担い手確保窓口との連携

　　　   高知に安心して
　　　  住み続けてもらう　 

Step 5

地域移住サポーター
によるフォローアップ

移住者交流会の開催

　

○情報発信の大幅拡大とアプローチの強化

　リーチを広げる！１

   ゲートウェイを広げる！３

　  アクティブに働きかける！２

戦略強化に向けた３つの視点

現状　　　　　　　　　　　　　　　　　３期計画で強化

　メディアへの広告等による露出増　　

　メディアの県内招致を通じた移住PR　　

　ホームページへのアクセス増加対策　　

　関東･関西以外の新たなエリアの開拓

○ターゲット別の戦略的アプローチ策の展開

　ターゲットに応じた媒体での広報の展開　　

　県内向け広報の強化　　

○新規相談者の獲得対策の強化

　県内での就業体験機会の提供と支援

　ターゲットに応じた移住体験ツアー等の実施

○様々な人材ニーズの顕在化･集約化と
　 都市部人材のマッチング強化

　（一社）高知県移住促進･人材確保
　センターによる｢移住｣｢人材確保｣の一体

的な展開

　各分野の担い手確保策との連携

○移住のハードルを下げる仕掛けづくりと
住宅の確保策の強化

　｢二段階移住｣の取組の展開

　｢高知家生涯活躍のまち｣
　（高知版CCRC）の推進

　空き家調査から改修までを一連で支援し、
　｢安全な住まい｣の確保を強化

他県との競争に打ち勝つため、戦略的
な情報発信等により本県への移住関心
をさらに高めることが必要

◆ＫＰＩ：ホームページアクセス数◆
　377,206件（前年同期比92％）

※各実績は平成29年12月末時点

目標達成に向けた課題　　　　　　　　　　　　　　　　

移住者のさらなる増加を図るため、都
市部のUIターン希望者の「志」を満たす
ような、魅力的な仕事の掘り起こしと提
案の強化が必要

移住希望者の様々なニーズに対応するため、
移住促進・人材確保センターや市町村等に
よる受入体制のさらなる深化が必要

◆ＫＰＩ：相談者数／暮らし隊◆
　新規相談　3,493人（前年同期比120％）
　新規暮らし隊 721人（前年同期比116％）

◆ＫＰＩ：移住者数◆
　590組849人（前年同期比120％）

　市町村間の連携体制のさらなる強化が必要

　活用可能な空き家のさらなる掘り起こしと移
　住者ニーズに対応した住まいの提案が必要

　県内の多様な人材ニーズを掘り起こし、魅力
的な仕事として都市部人材へ的確に提案し
ていくことが必要

　本県出身者に情報を届けるため、発信の工
夫や、本県出身者等との継続的なネットワー
クづくりが必要

　本県出身者が多い関西圏において、相談体
制をさらに強化していくことが必要

　様々なターゲットに応じた戦略的な広報や、
発信方法のさらなる工夫が必要

課題1

課題2

課題3

●情報発信の大幅拡大とアプローチ強化

●ターゲット別の戦略的アプローチの展開

　　　  情報発信のさらなる強化　

◆Uターン促進に向けた県内広報の増

１

　　　  魅力的な仕事の掘り起こしと提案、マッチングの強化２

   　   市町村等と連携した受入体制の強化３

リーチを広げる！

アクティブに働きかける！

ゲートウェイを広げる！

◆「高知家で暮らす。」情報編集部による情報発信
　メディアの展開や発信情報の磨き上げ

◆求人サイト等と連携した情報発信

◆協定企業の協力を得た情報発信

●相談窓口の体制強化

◆Uターン促進に向けた県内広報の増（再掲）

◆大阪における相談体制の強化

◆県外での関係者（出身者、移住希望者、高知ファン等）
　 のネットワークづくり
◆県内での仕事体験（インターンシップ等）の支援

◆市町村間の連携事業への支援を強化

◆高知市を中心とした二段階移住の取組の展開

「
オ
ー
ル
高
知
」
の
移
住
促
進
・
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
事
業
展
開

◆空き家関連事業者との連携強化による移住者向け住宅の確保促進

◆「高知求人ネット」の学生向けページの強化

◆短期間（派遣・出向等）の人材誘致の促進

●都市部人材に対する提案の深化

●本県出身者に対するアプローチの強化

●県内人材ニーズの掘り起こしの強化
◆移住促進・人材確保センターと産振センター等との連携による
　人材ニーズの掘り起こしの強化

◆仕事×移住のモデル（提案書）作成と広報

平成30年度の取組　　　　　　　　　　　　　　　　

住宅耐震化促進事業費補助金（住宅課所管）　72,500千円※
※空き家活用関係分　

移住促進事業費補助金 87,418千円

高知県移住促進･人材確保センター運営費補助金　248,981千円（再掲）　

　　　高知県移住促進･人材確保センター運営費補助金　248,981千円　

　常時雇用だけでなく、多様（短期的）な
　｢活躍の場｣を提案していくことが必要

拡

新

拡

新

新

新

拡

拡
拡
拡

拡

拡

拡



ＩＴ・コンテンツ産業従業者をH37年度末までに2,000人に倍増！新規雇用900名を創出！ 　　※H24経済センサスにおける情報通信業従業者数1,112名

土佐MBA　高知県ＩＴ・コンテンツ アカデミー 首都圏ＩＴ・コンテンツ
ネットワーク

　　●アプリ開発人材育成講座＜アドバンスコース＞
　　　・最先端の教育プログラムに基づき、大学生や専門学校生が中・高校生にプログラミングを教える講座

   　●アプリ開発人材育成講座＜ベーシックコース＞
　　  ・中学校・高等学校におけるプログラミングの出前講座

      ●ＩＴ・コンテンツビジネス入門
　　  ・ＩＴ・コンテンツ産業の業界動向、身につけるべき知識・技術等に関する講演等

◆企業立地件数(累計)
・Ｈ31年度末：18件
・Ｈ37年度末(10年後)：36件
◆新規雇用者数(累計)
・Ｈ31年度末：161名
・Ｈ37年度末(10年後)：566名

　◆企業立地件数
　　・H31年度末：20件
　　・H37年度末：38件　
　◆新規雇用者数
　　・H31年度末：300名
　　・H37年度末：900名

　　　　　　　　　　　

受

講

第３期産業振興計画における目標
㈱アイレップ

㈱SHIFT PLUS ㈱コムニコ
㈲データプロ

㈱AVOCADO 　
㈱オルトプラス高知　

㈱シンフィールド県内ＩＴ企業

㈱NextremerA社 ㈱dataremer

これまでの成果⇒企業立地件数：13件(年度内に14件に増加の見込)、新規雇用者数：158名

人材供給

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・

新たな目標

人材供給・企業立地

①人材・企業の
掘り起こしの強化

    ・業界とのネットワーク
      を持つ企業との連携

拡

②交流・勉強の
場の充実

　  ・大交流会に加えて
      ミニ交流会を開催

拡

③人材マッチング
機能の強化

    ・高知県移住促進・
     人材確保センター等
     との連携

拡

　　　●アプリ開発人材育成講座＜エキスパートコース＞
　　・最先端の教育プログラムに基づき、Webアプリの設計、開発、リリース、運用などのプログラミング技術を習得

●ＩｏＴ技術人材育成講座
　  ①プログラミング上級者コース
　　②プログラミング初心者コース

●ＩＴ先端技術利活用講座
 ・WＥＢサービス等の技術を
  習得する

●ゲームデザイナー育成講座
　  ・立地企業のOJTプログラムを活用

●ゲームプログラマー育成講座
    ・立地企業のOJTプログラムを活用

 ●SNSマーケティング
人材育成講座
＜初級編＞

・立地企業の人材育成
  プログラムを活用した講座

新

●県内で情報系の知識や技術を学ぶ学生の多くが、就職時に県外に転出
●一方、これまでの取組により、ＩＴ・コンテンツ関連企業の県内立地が進捗し、アプリ
開発人材等の県内での採用が増加　

●企業の即戦力人材の育成には、大学等の教育を補完する多様な学びの場が必要

現
状
・
課
題

●県内にＩＴ・コンテンツ関連の新たな学びの場を創出することによって、
　 ①実践的プログラミング技術等を持つ人材が増加　⇒　②ＩＴ・コンテンツ関連企業へ安定

的に人材を供給　⇒　③人材確保が容易であることでさらに企業立地が促進　⇒　④就職
先が確保されていることで人材の県内定着・集積がさらに促進する好循環を実現

●首都圏の人材や企業とのネットワークを活用し、人材確保・企業立地を促進 

対
策
の

ポ
イ
ン
ト

○高知工科大学

◯高知大学

◯高知県立大学

○高知工業高等専
　 門学校

○高知情報ビジネス
   ＆フード専門学校

○国際デザイン・
　 ビューティカレッジ

○高知開成専門学校

○高知職業能力開発
　短期大学校

県内高等
教育機関

広
報
・
Ｐ
Ｒ

専

門

講

座

基

礎

講

座

新

新

拡

新

新

新

新

拡

　　ＩＴ・コンテンツ産業の人材育成・確保 産業創造課
H30当初予算額　78,492千円 



　　事業戦略等の策定・実行支援 工業振興課 
H30当初予算額　47,779千円

伴走支援      

公
益
財
団
法
人
高
知
県
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

   　　　　　　　

　　人口減少や雇用情勢の改善に伴う人手不足感が強まる中、県内企業のさらなる生産性や付加価値の向上を図っていくためには、「公益財団法人 高知県産業振興センター」が行っている事業戦略の策定・実行
の伴走支援と、H30に国が設置する「(仮称)働き方改革推進支援センター」による支援を融合させ、「事業戦略」、「働き方改革」両面での進捗管理やそれぞれの課題に対する必要な支援を行う。

対策のポイント

さ
ら
な
る
拡
大
再
生
産
へ

企業が目指す経営ビジョンの実現

経営
ビジョン
5年後
10年後
の会社の
目指す姿

　　　　事業戦略
　企業全体の目標（販路拡大、コスト削減額、設備投資
等）の実現に向けた中長期の工程表
＜事業戦略イメージ例＞

【５年後の売上目標　●億円】

経営
・財務

企画
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

研究開
発・設計 製造 販売 サービス

共通目標に人材育成・確保・定着の視点を加える新

      

（
仮
称
）
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

○各企業毎の専任担当者が事業展開を一貫してサポート　 　　　　　　　　　　　　　　 　〇生産技術コーディネーターが、生産効率化についてアドバイス 　　　  　　   　　 　　　
○経営・技術統括と外部専門家が全国に通じる製品・会社づくりをサポート　 　　　　　 〇県外コーディネーターが外商をサポート 　　　　 　　  　　 　　　　
○海外支援コーディネーターを中心に、製品・技術の海外展開をサポート　　　　　　

○個別訪問による企業の機運醸成　 　　　 　〇コンサルタント等による労務環境整備への支援 　　　 ○非正規雇用の処遇改善支援 　

　
　

実行支援（省力化・高付加価値化による生産性の向上）＋働き方改革

設備投資や
業務見直し

○国ものづくり補助金（経済産業
省）　
○中小企業設備資金利子補給等

人材育成・キャリア
アップ

○基礎講座・専門講座開催等

高付加価値製品の
開発・改良

○ものづくり事業戦略推進事業費
　　補助金（製品開発）

販路開拓 ○販路開拓支援事業等

人材確保 ○高校生・大学生の就職セミナー開催
○首都圏等の中核人材とのマッチング

事業承継（M&A) ○専門家派遣
　（事業引継センター、金融機関）等

経営者の意識改革
○個別訪問やコンサルタン
ト等による労務環境整備
への支援

労働条件の整備
就業規則・給与表
の整備
非正規雇用の処遇
改善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　

　
　

　
　
　
　

        

人
材
確
保
・
育
成･

定
着
に
向
け
た
労
働
条
件
、
職
場
環
境
改
善
支
援

　

事
業
戦
略
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
個
別
サ
ポ
ー
ト　

新

製造・販路開拓試作開発・商品開発方向付け 戦略策定 拡大再生産

事業戦略策定支援

磨
き
上
げ

働き方改革

新

新

　
　個別企業に対する具体的なアドバイスや進捗管理を実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(例)

　　事業戦略支援会議（月１回開催）

事業戦略支援チームによる個別サポート

〇産業振興センター　　◯民間シンクタンク　　◯アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指示／助言

技術統括

生産技術CO

ココプラ

専
任
担
当
者

シンクタンク

公設試験研究機関

専
任
担
当
者

チ
ー
ム
Ｂ

生産技術CO

人材確保センター

働き方改革センター

専
任
担
当
者

チ
ー
ム
Ａ

チ
ー
ム
Ｃ

メインバンク



・商工会・商工会議所が経営戦略を策定
（31商工会・商工会議所のうち、12が認定済、
　17が申請中）

・経営戦略に基づき、事業者の経営計画の策定
  を支援
（28～32年度目標累計：2,286件、28・29
　年度実績累計：1,028件）

現状 課題
①地域の事業者の経営課題に対応するためのコーディネート力
　 が必要
②事業者が持続的発展に取り組むための経営計画を策定す
　 る必要性の浸透
③経営指導員のさらなる支援力の向上
④経営計画を実行していく人材の確保・育成・定着のための労
　 働条件や労働環境等の整備が必要

取組のポイント
　各地域ごとにコーディネーターを配置

　地域連絡会議に金融機関等が参加
　
　新たな県融資制度（利子補給等）等の活用
　
　スーパーバイザーを指導現場に派遣

　経営計画を通じて生産性向上と「働き方改革」を促進

ポイント１

ポイント２
ポイント３
ポイント４

ポイント５

　　商工会等による小規模事業者の経営計画の策定・実行支援 経営支援課
H30当初予算額　54,192千円

       

組
織
化
等
へ
向
け
た
取
組
へ

・要因分析
・改善支援

・ＳＷＯＴ分析・財務分析
・事業承継計画との連携

・セミナーの開催
・巡回指導等による情報発信

ステップ1　意欲の醸成　 ステップ２　計画の策定（Ｐ） ステップ３　計画の実行（Ｄ）地域の
事業者 ステップ４　見直し・実行（Ｃ・Ａ）　

    商工会・商工会議所が行うセミナーの開催等への助成国

  小規模事業者持続化補助金　等国

   中小企業設備資金利子補給金新
   産業振興計画推進融資　等

商工会・商工会議所の取組例

地域本部　　　　　　　　　　　→　　地域アクションプラン等県施策の情報共有
産業振興センター             →   事業戦略セミナー等の情報共有
事業引継ぎ支援センター　  →　　事業承継計画の策定等で連携

金
融
機
関

保
証
協
会

・新商品開発
・販路開拓

高知県商工会連合会、高知商工会議所
　　①スーパーバイザー　　　→　　経営計画策定等の段階で経営指導員に助言
　　②専門経営指導員　　→　　専門的な知見から地域の事業者を支援
　　③専門家　　　　　　　　→　　事業者の課題に応じて税理士等を派遣 支

援

事　
　
業　
　
者

ポイント１

金融機関等　　　　　　　　　 →　　融資する立場からのアドバイス

　　　 （仮称）
　　　経営支援コーディネーター
　　 　事業者の課題に応じて各支
　　　援機関をコーディネート
　　（安芸、嶺北・物部川、仁淀
　　　川、高幡、幡多の5ブロックに
　　　配置）

経
営
指
導
員

ポイント４拡 新

金融機関等が顧客に対し、セミ
ナー参加等を呼びかけ

商
工
会
・
商
工
会
議
所

計画の策定・実行段階から、金融機関
等が事業者を支援

ポイント２ ポイント３

＜経営計画策定・実行等の支援＞

働
き
方
改
革
推
進

支
援
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）

＜経営と両立する形での「働き方改革」を促進＞ポイント５

金
融
機
関
等



壮年期の死亡率の改善 地域地域で安心して住み続けられる県づくり

 

　

働きやすい職場環境づくり「高知版ネウボラ」の推進 男性の育児休暇・
　　　　育児休業の取得の促進

１ ２

血管病の重症化予防
健康づくりに対する

意識のさらなる醸成と
健康的な生活習慣の定着

厳しい環境にある子どもたちの支援3 少子化対策の抜本強化 医療や介護などのサービス提供を担う
人材の安定確保と産業化4 5

拡充 拡充

健康
パス

ポート
アプリ

健康パスポートの充実

健康経営の支援

健康パスポートを予防・健康づくりの
プラットホームとして活用

治療中で重症化リスクが高い
方への保健指導の強化

県主導による糖尿病の
栄養指導体制の整備

糖尿病性腎症重症化予防プログラム
に基づき、取組を強化

子育て家庭のリスクに応じた適切な対応

「市町村子育て世代包括支援センター」を起点とした
妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援≪高知版ネウボラ≫を強化

子育て家庭の不安の解消

拡充 NEW

社会全体での機運醸成

企業等への啓発

「男性が育児に関する休暇等を取得
しやすい職場環境づくり」を促進

福祉機器等の導入支援を抜本強化
（業務効率化による生産性向上）

介護事業所認証評価制度の本格実施

良好な職場環境の整備と
職員の処遇改善

働きやすさ
とやりがい
の両立！

県民の誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることのできる高知県を目指し、第３期構想をバージョンアップ！

拡充

・保険者と医師が連携し、食事や運動
 などの指導を強化
・対象者抽出ツールを改良し、業務の
 平準化と効率化

働きながら子育てできる環境づくり 男性職員の意識醸成

・応援団が行う「取得促進宣言」への支援

　　　

高知版地域包括ケアシステムの構築
～医療・介護・福祉サービスの連携の充実・強化～

本人の意向に沿ってQOLを向上させることを目指して、各地域の
医療・介護・福祉等の資源を、切れ目のないネットワークでつなぐ

地域地域における推進体制の強化

NEW

・各福祉保健所に新たに「地域包括ケア推進監」を配置
・関係者による「地域包括ケア推進協議体」を設置

かかりつけ医としてゲートキーパーの役割
を担う総合診療専門医を養成

地域の相談窓口となり必要な支援につなぐ
地域包括支援センターの機能強化等を支援

ゲートキーパーの機能の強化

防災対策上の観点も踏まえ、療
養病床から高齢者施設への円滑

な転換支援制度を
強化・拡充

・子育て世代包括支援センター　
　の拡充
・地域子育て支援拠点事業の
　拡充
・重点市町での「ネウボラ推進
　会議」等による施策間の連携
　の強化

日々の暮らしを支える
高知型福祉のしくみづくり

介護等が必要になっても地域で
暮らし続けられるしくみづくり

病気になっても安心な
地域での医療体制づくり

これまでの取組も充実・強化!!
＋

2 日本一の健康長寿県づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ30：434億円【437億円】
～第３期日本一の健康長寿県構想で目指す姿に向けて～ 

Ｈ29：448億円【448億円】　  →
　【 】内は２月補正経済対策分を含んだ額



不登校の予防やいじめの防止に向けた
総合的な支援体制の強化

「チーム学校」の構築のさらなる推進 厳しい環境にある子どもたちへの支援の
一層の徹底

　教員が本来行うべき業務に注力できる
環境の実現　
［組織マネジメント力の向上］
　○全公立学校校長を対象としたマネジメント
　　研修の実施
　○勤務時間把握のための環境整備
　 
［業務の削減・効率化］
　○市町村への統合型校務支援システム
　　 の導入
　○部活動の負担軽減
　○学校への調査、報告等の精選、研修
　　 会等の見直し

［地域・外部人材の活用］
 　○運動部活動指導員・支援員の配置
　 ○スクール・サポート・スタッフの配置
　 ○スクールカウンセラー、スクールソーシャル
　　  ワーカーの配置

　
　　　

教員の働き方改革に
向けた取組の推進

　○就学前から高等学校まで切れ目のない対策を実施
　　　　　　　　　　　　　↓
　　不登校やいじめなど困難な状況に直面している子どもたちを
　　確実に支援

　○支援が必要な児童生徒の情報の学校組織内における確実な
　　共有、校種間での確実な引き継ぎ

　○早期に適切な支援につなげるための校内支援体制の徹底
　　　　　　　　　　
　○夜間中学の設置に向けた検討
　　・学齢期に様々な事情で義務教育を受けることができなかった
　　　方々に学習機会を提供する場として夜間中学の設置を検討

　チーム学校による組織的な授業力の向上

［教員同士が学び合う仕組みの徹底］
　○一定規模の中学校における「教科のタテ
　　持ち」の全面実施
　○小規模の中学校における教科間連携の
　　取組の普及
　○高知市教育委員会と連携した指導体制の
　　構築

［国語力向上に向けた取組］
　○拠点校における実践研究、教員研修の
　　実施
　○効果的な教材の開発・普及

  ［英語教育の推進に向けた取組］
　○教員の英語力・指導力の向上
　○組織的な推進体制の整備

　 チーム学校による多様な学力・進路希望
  を持つ生徒への指導の充実  

［基礎学力の定着向上に向けた取組の
　推進］
　○「学校支援チーム」による実践的指導
　　　　　　　　　　　　↓
　　・各校におけるカリキュラムマネジメントの強化
　　 組織的な授業改善の取組の徹底

［多様な生徒の社会的自立の支援・充実］
　○「社会的自立のための進路支援プログラ
　　ム」の改善及び実践内容の充実

　
  

等

等

等

１ ２

高等学校における
チーム学校の構築の取組

小・中学校における
授業改善のさらなる充実

　○家庭と地域と学校が一体となった子育て環境をつくる
　　・学校支援地域本部の設置の促進 等
　○地域の声を学校の活動に反映させる形をつくり、学校支援
　　 地域本部の活動を充実・強化
　　　　　　　　　↓
　　・地域と学校とがパートナーとして子どもたちを見守り育てる
　　　「地域学校協働本部」の活動を展開

等

地域との連携・協働３ 就学前の教育・保育の充実４

１ 2

　○どこにいても質の高い教育・保育を受けられる環境をつくる
　　　・保育所・幼稚園等における組織マネジメント力の強化
　　　・保育者の資質・指導力の向上
　○就学前の子どもたちの学びや育ちの情報を小学校へ円滑に
　　 接続
　　　・高知県保幼小接続期実践プランをもとに各小学校・保育
　　　　所・ 幼稚園等における実践プランの作成及び実践を支援
　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　計画的な連携・接続

　○オーテピア高知図書館で提供するサービスの充実・向上
　　　・資料・情報の充実
　　　・専門機関等との連携・協力　等
　○市町村支援の強化
　　　・市町村立図書館等への貸出資料の充実
　　　・人材育成の支援　等
　○高知市が設置する高知みらい科学館の運営を支援
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　県内全域の理科教育及び科学文化の振興

生涯にわたって学び続ける環境づくり5

3

等

等
等

3 教育の充実と子育て支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　Ｈ30：215億円【215億円】
～ 教育等の振興に関する施策の大綱、高知県教育振興基本計画の着実な推進～

Ｈ29：233億円【233億円】　  →
　【　】内は２月補正経済対策分を含んだ額



１年 １組 ２組 ３組

２年 １組 ２組 ３組

３年 １組 ２組 ３組

教員Ａ 教員Ｂ 教員Ｃ

　　　小・中学校における授業改善のさらなる充実

　　　

１　現状

　　　

２　課題

●「タテ持ち」指定校など、先行的に取組を進めてきた学校の成果を普及し、全県的にチー
ム学校の構築に向けた取組を展開していく必要がある。

●新学習指導要領で求められる学びの実現、基礎学力の定着等の課題の解決に向けて、
各学校における組織的・協働的な授業改善の取組を一層推進していく必要がある。

●高知市においては、教育施策の計画立案・実施を行う部門等は県と同様に備わっている
が、学校を直接、指導・支援する教育事務所の機能を持っていないため、一つ一つの学
校や教員に対して十分な指導・支援ができにくい。

　◇中学校組織力向上のための実践研究事業　【12,612千円】
　　・一定規模の中学校における「教科のタテ持ち」の全面実施
　　　　研究指定校　[H29] 19校 → [H30] 31校
　　・学校訪問指導の強化
　　　　組織力向上エキスパートによる指導・助言
　　　　　[H29] エキスパート2名 → [H30] 4名
　　　　学力向上総括専門官による指導・助言
　　　　　(指定2年目校を中心に)

　◇中学校教科間連携による授業力向上実践研究事業　【 777千円】
　　・小規模の中学校における教科間連携の取組の普及
　　　　研究指定校(H29・30年度:11校)による研究発表会
　　　　実践事例をまとめたリーフレット等による情報発信

◆全小・中学校における「学校経営計画」の策定・実践を通じて、PDCAサイクルに基づく
組織マネジメントが機能してきている。

◆中学校において、複数の教員が学年をまたがって同一教科を担当することにより、教員
同士が学び合い授業改善につなげる、「教科のタテ持ち」を導入する学校が着実に増加。

◆タテ持ち導入校では、教科会等を通じて授業力の向上に向けた教員同士の学び合いが
充実し、児童生徒の学力向上にもつながってきている。

対策のポイント

○学力向上に向けて教員同士が学び合う仕組みの徹底
○県内の児童生徒の約半数を抱える高知市の学力向上の取組を推進するため、高知市教育委員会と連携した指導体制を構築
○児童生徒の読解力の向上に向けて、効果的な教材の開発・普及、拠点校における実践研究等により国語の授業改善を推進
○小学校における英語学習の早期化・教科化等に対応するため、教員の英語力・指導力の向上、組織的な推進体制の整備を推進

３　平成30年度の取組

教育委員会事務局

学力向上に向けて教員同士が学び合う仕組みの徹底 高知市教育委員会と連携した指導体制の構築

■１つの学年の同じ教科を複数の
 教員が受け持つ「タテ持ち」
■授業改善に向けて教員同士が
 学び合う「教科会」

各学校における組織的な授業改善に向けた取組の徹底

　◇高知市教育委員会への指導主事派遣　【56,000千円】
　　・高知市教育委員会に新たに設置する「学力向上推進室」に指導主事を

派遣し、高知市内のタテ持ち中学校や小学校への訪問指導を実施

県市が協働して授業改善の徹底を図る取組の推進

国語学力向上に向けた取組

　◇学校図書館を活用した「読み」を鍛える拠点校事業　【9,094千円】
　　・文章を読み取り要約するといった読解力を鍛える国語教材の活用促進

英語教育の推進に向けた取組

　◇英語教育強化プロジェクト事業　【31,387千円】
　　・小学校における英語の教科化に向けた教員の英語力向上のための研修の充実
　　・小学校版の英語教材の作成

定期的な「教科会」の実施

拡

拡

拡

新

新



　　高等学校におけるチーム学校の構築の取組

　　　

１　現状

　　　

２　課題

●授業の進め方が教員個々の力量に任されており、特に基礎学力定着が
必要な生徒への指導が、まだ十分ではない。

●多様な学力・進路希望の生徒の学ぶ意欲の向上を図るため、各学校の
｢社会的自立のための進路支援プログラム｣の実効性をさらに高める必要
がある。

◆学力定着把握検査の結果、D3層の生徒の割合が3年次の4月段階で約3割に達している。
　　【学力定着把握検査結果】
　　　高等学校：３年生（D3層生徒割合）：30.0%[H26] →　29.8%[H29]　　
◆全県立高校において、生徒の多様な学力・進路希望に対応し、基礎学力・社会性の向上を図るた

めの「社会的自立のための進路支援プログラム」が策定され、プログラムに基づく体系的な取組が展
開されるようになってきている。

対策のポイント

○D3層の生徒※の基礎学力の向上を図るため、「学校支援チーム」による実践的指導を通じて、各校におけるカリキュラムマネジメント
の強化を図るとともに、組織的な授業改善の取組を徹底

○各学校の｢社会的自立のための進路支援プログラム｣の改善及び実践内容の更なる充実

教育委員会事務局

*「D3層の生徒」=学力定着把握検査の結果、学習内容が
　　　　　　　　　　　十分定着しておらず、進学や就職の際に
　　　　　　　　　　　困難が予測される生徒

３　平成30年度の取組

学力向上プラン

PDCAサイクルを回しながら学期ごとに見直し
・自校の生徒の学力に応じて定めた学習到
達目標の達成に向けた指導計画

・「授業づくりガイド」に沿った授業展開　等

各校の

学校経営計画 　　社会的自立のための
　　進路支援プログラム

・学習記録ノートを活用したコミュニケーション
　能力等の向上
・県内企業理解の促進
・地域協働学習の充実　等

PDCAサイクルを回しながら実践内容を充実

生徒が希望する多様な進路の実現、
社会的・職業的自立に必要な力の
育成に向けたプログラム

学校支援チームが定期的な学校訪問による助言・指導を行い、
授業改善に向けた取組を徹底

基礎学力の定着・向上に向けた取組の推進

　◇授業改善等の取組を推進するため「学校支援チーム」を新設　
【教員人件費　56,515千円】

【学校支援チームよる学校訪問　14,801千円】

教員の指導力向上と授業改善に向けた支援
各校のチーム学校としての組織的なマネジメント体制の構築

多様な生徒の社会的自立の支援の充実

　◇多様な進路希望支援事業　【168,151千円】
詳細な分析に基づく各学校の｢社会的自立のための進路支援
プログラム｣の改善及び実践内容のさらなる充実

生徒が希望する多様な進路の実現
県内就職率の向上につなげる

進捗管理 進捗管理

　学校支援チーム

高等学校課
学校支援 ＰＴ

新

新



 教員の多忙化解消と負担感の軽減を図り、子どもと向き合う時間の確保や必要な教育活動を充実するため、県教育委員会・市町村教育
委員会・学校が連携して、「教員の働き方改革」を推進する。 

 ・ICT等を活用した出退勤の把握による「勤務時間の見える化」
　・定時退校日や長期休業中の学校閉庁日等の設定と保護者・地域住民への周知
 ・会議の内容・回数の見直しや行事の整理・統合等、学校独自の業務改善を推進

★教材研究、教科会や
 支援会等の充実
★生徒指導や保護者へ
 の対応

★生徒の家庭学習の充実
 と心身の健康増進
★教員の自己研鑽の機会
 確保と家庭生活の充実、
 心身の健康増進

子どもと向き合う
時間の確保

目指すところ・成果

・経営計画に「目指
 すところ・成果」
 の実現等の視点を
 位置付け、学校の
 現状を分析

・リーダーシップを
 発揮した積極的な
 学校経営

３．学校における取組

・学校現場における業務改善加速事業　　【3,200千円】　　　　　　　　　　
  モデル地域を拡大し、業務改善の取組を推進（４市６中→６市８中13小）       
    全公立学校長にマネジメント研修を実施
・勤務時間把握のための環境整備　  　　 【6,248千円】
  全県立学校にＩＣＴを活用した勤務時間把握システムの導入

４．県教育委員会の主な事業

◆ 学校組織マネジメント力の向上 ・部活動の負担軽減
  休養日及び活動時間の方針を定めた運動部活動ガイドラインの作成と関係団体との協議
・学校への調査・報告等の精選、研修会等の見直し

◆ 業務の削減・効率化

◆ 地域・外部人材の活用

・運動部活動指導員・支援員の配置　　【36,833千円】
・学習支援員の配置　　　　　　　　　【192,271千円(市町村)】【16,491千円(県立)】
・SC・SSWの配置　 　　　　　　　　【396,536千円】                                      
・スクール・サポート・スタッフの配置【25,200千円】
・学校支援地域本部の設置促進　         【76,200千円】

対策のポイント

チ
ー
ム
学
校
の

　
　
　

加
速
化

１．現状

◆学校が抱える課題の複雑化・困難化に伴い業務が多様化する中で、授業改善や生徒指導
 など、子どもと向き合う時間の確保が難しい状況にある。
◆教員の多忙化により長時間勤務が常態化する中、勤務の実態把握が十分でない。

●教員が子どもと向き合う時間を確保するため、業務の削減・効率化や地域・外部人材の
 活用等、直ちにできることから取組を進める必要がある。
●勤務時間を客観的に把握するとともに、働き方に関する意識改革を進める必要がある。

２．課題

 ・中学校では、運動部活動ガイドラインに沿った取組の実施
　　休養日の設定（平日１日、週末１日）、活動時間の設定（平日２時間、その他は３時間程度）
 ・中学校文化部及び県立学校もガイドラインを踏まえた取組の実施

 ・部活動の負担軽減
  運動部活動支援員（82人）に加え、新たに引率・単独指導ができる運動部活動指導員の活用
  （市町村立中８名、県立中３名・高校17名）
 ・教員の専門性を必要としない業務(学習プリントの印刷等）の支援
  スクール・サポート・スタッフの活用（３→20名）
 ・学習指導・支援の充実
  学習支援員の活用（小中462名（H29.12月現在）→492名予定）（県立：115名→136名）
 ・教育相談支援体制の充実・強化
  SCの活用（全公立学校）
      SSWの活用（31→33市町村、３県立中、9→13県立高校、3→６県立特別支援学校）
 ・学校支援地域本部の活用（小中学校：202校→257校予定）

◆ 学校組織マネジメント力の向上

◆ 業務の削減・効率化

◆ 地域・外部人材の活用

・市町村立学校への統合型校務支援システム導入を検討

学校経営

校
長
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

働き方に関する
意識改革　　　　　　　　　　　　　

　　チーム学校の構築による教員の働き方改革の推進 教育委員会事務局



　○津波・浸水被害対策　5,649百万円 ⇒ 8,342百万円（2,693百万円増）
　　 ・高知港の防波堤整備（国直轄事業負担金含む）：1,007百万円 ⇒1,710百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（703百万円増）
　
　○住宅の耐震化　701百万円 ⇒ 706百万円（５百万円増）

　○室内等の安全確保対策　824百万円 ⇒ 1,943百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,119百万円増）
　   ・県立学校非構造部材耐震化事業費：650百万円 ⇒ 1,520百万円
                                                                                   （870百万円増）

主
な
増
減

○緊急輸送の確保　9,157百万円 ⇒ 8,558百万円（492百万円減）
　　・緊急輸送道路等の法面防災対策：
　　　　　1,071百万円 ⇒ 2,095百万円（1,024百万円増）
　　・秦南団地関連道路：1,500百万円 ⇒ 410百万円（1,090百万円減）

○迅速な応急活動のための体制整備　730百万円　⇒　299百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（431百万円減）
　　・航空隊基地移転整備費：179百万円 ⇒ 24百万円（155百万円減）

　

○避難所・被災者対策　361百万円 ⇒ 460百万円（99百万円増）
　・避難所運営体制加速化交付金：291百万円 ⇒ 309百万円（18百万円増）
　・県立学校における公衆無線LAN環境の整備：０ ⇒97百万円　

○集落の孤立対策（緊急用ヘリコプター離着陸場整備事業費補助金）
85百万円　⇒　113百万円（28百万円増）

主
な
増
減

○復興方針等の検討　１百万円 ⇒ １百万円

○まちづくり　1,466百万円 ⇒ 1,311百万円（155百万円減）　
　　・地籍調査事業費：1,462百万円 ⇒ 1,303百万円（159百万円減）

主
な
増
減

Ｈ28：407億円【417億円】 →　
【　】内は15ヶ月ベース4 南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ30：304億円【326億円】

～第３期行動計画を力強く実行～

○津波避難対策　1,443百万円 ⇒ 1,036百万円（407百万円減）
　　・農村地域の避難路等整備：727百万円 ⇒ 255百万円（472百万円減）

○公共施設等の耐震化　7,272百万円 ⇒ 5,270百万円（2,002百万円減）
　　・療育福祉センター・中央児童相談所、保健衛生総合庁舎　等

○企業の高台移転用地造成  794百万円 ⇒ 294百万円（500百万円減）

○確実な通信手段の確保　0 ⇒ 50百万円（50百万円増）
　　・防災行政無線システム実施設計委託料：0 ⇒ 35百万円（35百万円増）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｈ29：330億円【331億円】　  →
　【】内は２月補正経済対策分を含んだ額

　○産業の復旧・復興　９百万円　⇒　11百万円（２百万円増）
　　・事業者のBCP策定の支援：５百万円　⇒　６百万円（１百万円増）
　　・事業者防災アンケート実施委託料　０　⇒　１百万円（１百万円増）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　南海トラフ地震対策関連予算額の推移
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「命を守る」

（H29）
211億円【212億円】

↓
（H30）
199億円【217億円】
※【】内は２月補正経済対策
　分を含んだ額

「命をつなぐ」
（H29）
104億円【104億円】

↓
（H30）
92億円【96億円】
※【】内は２月補正経済対策
　分を含んだ額

「生活を立ち上げる」
　15億円（H29）　　　
　　　　→　13億円（H30）
※2月補正経済対策なし
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実質的な当初予算ベースでは
前年度とほぼ同額を確保
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【取組数　２６１取組（５増）】　　　　　　　　　　
　・命を守る　       １１７取組（２増）
　・命をつなぐ　      １１４取組（２増）
　・生活を立ち上げる　３０取組（１増） 

■命を守る　■命をつなぐ　■生活を立ち上げる

大規模なハード整備が着実に進捗した
ことに伴い、当初予算額は減少

取組数は毎年度増加H29
331億円

H30
326億円

前年度比　98.4%
ほぼ前年度並み

行動計画に位置付けられた取組数の推移

※下表の金額は実質的な当初予算ベース

新

新
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　　住宅の耐震化の加速化 　住宅課
H30当初予算見積額　706,298千円

事業の概要

第3期南海トラフ地震対策行動計画の目標
耐震改修4,500棟（H28~30）の早期達成を実現

需要の掘り起こし

供給能力の強化

○上乗せ補助等実施市町村数が増　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(H28)　 　　　 (H29)
　　耐震診断無料化　　　　　　２４　　　　　  
　　耐震設計上乗せ補助 　　 ２２　　　　　   
　　耐震改修上乗せ補助　　　１７　　　　　   
○代理受領制度…３３市町村で導入済み

○耐震診断を省略して設計から実施する仕組み
　　　　　　　　　　　　　　　　…１２市町村で導入済み
○登録事業者数…設計事務所･工務店ともに増

平成30年度の取組

・住宅耐震診断　　　　　 2,600戸　
・住宅耐震改修設計　　 1,100戸
・住宅耐震改修工事　　 1,100戸
・ブロック塀耐震対策　　　  120件

様々なニーズに応える多様な補助メニューで住宅耐震化を加速化

予算額 計　706,298千円（対前年度比　１.０１）　　

対策のポイント

○昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震
　 化を促進するため、住宅所有者が実施する耐震改
   修工事等に補助する市町村に対して補助を行う。

　(件)

 ２６
 ２８
 ２５

○これまでの取組効果に加え、熊本地震の影響が継続
○市町村における申込見込みが大幅増
○住宅耐震化に係る国の新たなメニュー創設を踏まえた対応が必要　…耐震化総合支援事業の創設
○地震時等に土砂災害のおそれのある箇所の周知が進む見込み　…土砂災害対策に係る事業の創設

・老朽住宅等除却　  200件
・空き家活用促進　　　 30戸
・空き家活用費補助　  40戸

がけ地近接等危険住宅移転　3戸
土砂災害対策促進　　　　　　 3戸
耐震化総合支援　　　　　　100戸
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　他
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第3期南海トラフ地震対策行動計画（H28~H30）
の目標である耐震改修4,500棟の達成に十分な
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○登録工務店の稼働状況…２年前の２.７倍に
　１工務店が１カ月に受注した工事0.22件→0.60件
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…ニーズに対応する予算を確保
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○　四国８の字ネットワークや事前防災対策など必要性・緊急性の高いインフラ整備に重点的に取り組んできた。
○　しかし、四国８の字ネットワークではミッシングリンクを抱えているほか、南海トラフ地震や豪雨に対する備えはまだ十分とはいえない。
　　    　　　　・四国８の字ネットワークの供用延長：88km（H19末）→138Km 整備率53%（H28末）

○　このため、道路整備のほか、豪雨により浸水被害を受けた河川流域の再度災害防止対策、 最大クラスの津波に対しても減災効果が発揮できる
　　防波堤や海岸堤防の整備といった事前防災対策など、地域の実情を踏まえたインフラ整備に引き続き重点的に取り組む。
○　また、土砂災害防止対策の基礎調査を平成31年度末までに完了させるよう大幅に加速化する。（H30は約1万箇所の調査を実施）

○　さらに、社会資本整備推進本部会議を通じて新たなニーズも把握しながら、効果的かつ戦略的なインフラの整備を推進する。

5

①道　　路
　○　「四国８の字ネットワーク」を南海トラフ地震対策を進めるうえでの重要課題と位置付けて整備を促進する。
　○　「災害に強い道路」を目指し、緊急輸送道路等における橋梁の耐震化や法面の防災対策を推進する。
　○　地域の基幹産業や県民の生活を下支えするため、1.5車線的道路整備を着実に推進する。

インフラの充実と有効活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                Ｈ30：906億円【1,072億円】Ｈ29：936億円【943億円】　 →

主な施策
◆四国８の字ネットワークを構成する道路事業：6,033百万円　◆緊急輸送道路等の橋梁耐震対策：2,094百万円（県道須崎仁ノ線　仁淀川河口大橋ほか）
◆緊急輸送道路等の法面防災対策：2,095百万円（県道高知本山線　高川～薊野工区（高知市）ほか）
◆1.5車線的道路整備事業：3,009百万円（県道石鎚公園線　寺川工区（いの町）ほか）

②河川・海岸・港湾
　○　浦戸湾の地震・津波対策など、人口や経済、社会インフラが集積する高知市とその周辺の河川・海岸堤防の地震・津波対策（堤防耐震化、
　　　水門・排水機場の耐震・耐水化）を加速する。
　○　平成26年８月の台風12号で甚大な被害を受けた日下川・宇治川流域の再度災害防止対策を推進する。
　○　県経済を支える国際物流・交流拠点とするため、重要港湾３港（高知港、須崎港、宿毛湾港）において防波堤等の整備を推進するととも
　　　に、大規模な地震・津波に対して防災・減災効果を発揮する防波堤の粘り強い化を促進する。 

施策の狙い・ポイント

【　】内は2月補正経済対策分を含んだ額



　◆県管理海岸における地震・津波対策：2,196百万円（高知港海岸、宇佐漁港海岸ほか）
　◆国直轄事業による堤防の耐震補強：347百万円（高知海岸、高知港海岸）

　◆河川の再度災害防止対策：1,787百万円（日下川、宇治川支川の天神ヶ谷川）　　  
　◆浦戸湾内に流入する河川堤防や水門・排水機場の地震・津波対策の加速化：596百万円（下田川堤防、鹿児川排水機場ほか）

　◆国直轄事業による防波堤の延伸（港内の静穏度確保と粘り強い化）：1,488百万円（高知港、須崎港、宿毛湾港）
　◆既存クレーンの老朽化及び船舶の大型化に対応するため、高知新港にガントリークレーンを整備：360百万円［港湾特会］
  ◆大型外国客船の増加に対応するため、客船ターミナル及び臨港道路を整備：583百万円

【河  川】

【海  岸】

【港  湾】

③治山・砂防
　○　台風や豪雨で被災し、被害が拡大した森林について、復旧治山・地すべり対策を推進する。
　○　防災拠点等を守るハード対策と避難体制の整備・安全な土地利用を図るソフト対策を一体的に推進し、土砂災害対策を強化する。

　主な新規・拡充施策
　◆山地治山事業：1,390百万円（室戸市吉良川町蔵ヶ谷ほか26箇所）　　　◆山地防災事業：857百万円（室戸市貝川ほか24箇所）

　◆住家や要配慮者利用施設など人命を守る土砂災害対策を推進：2,025百万円（馬路村樋ノ口谷川砂防えん堤ほか）
　◆土砂災害特別警戒区域の基礎調査を加速化：2,838百万円（うち2月補正：2,400百万円）（基礎調査約1万箇所）
　

　【砂防関係施設の整備等】

④その他
　○　既に着手している大規模建築事業（高知国際高等学校等の高校再編施設整備、保健衛生総合庁舎整備等）を着実に推進する。
　○　既存インフラの有効活用と長寿命化を図るため、計画的かつ効果的な維持管理を引き続き実施する。

　
主な新規・拡充施策

　◆高校再編施設　4,966百万円（＋1,871百万円） ◆保健衛生総合庁舎　1,733百万円（+1,120百万円）ほか　 　【主な大規模建築事業】

　◆点検結果に基づく計画的な修繕：3,573百万円（道路）　◆県立学校施設長寿命化改修事業　 15百万円　【インフラ老朽化対策】

うち、浦戸湾の三重防護
（1,981百万円）

　【都市計画】 　◆街路等：460百万円（高知駅秦南町線ほか）　◆都市公園：480百万円（春野総合運動公園野球場耐震改修ほか）

　◆耐震化等ため池整備：926百万円（香南市ほか）　◆避難路等防災施設整備：352百万円（黒潮町ほか）　【耕　地】

　【治　山】



○平成30年度は約10,000箇所で調査を実施し、平成31年度末までに県内全域の調査完了を目指す

○土砂災害防止法に基づき、都道府県が実施
　 する土砂災害のおそれのある区域を明らか
   にする調査【※法指定の前提となる調査】
▶土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
     土砂災害のおそれがある区域で、土地の地
　 形、地質、利用状況により区域を設定
▶土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
　 　建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が
   生じるおそれがある区域

　　砂防等基礎調査の加速化による総合的な土砂災害対策の推進

安全な避難所指定・ハザードマップ

避難訓練

要配慮者利用施設避難計画

【警戒避難体制・住民への注意喚起】 【地域を守る施設整備】

防災学習 建築物の補強

○平成31年度末を目標に、調査によって地域の詳細な土砂災害リスクを明らかにするとともに、調査結果を住民へ周知し、的確な避難と対策を促進
○調査結果に基づく土砂災害危険度などを踏まえて、効果的な土砂災害対策施設の整備を推進

対策のポイント

○県内には多数の土砂災害のおそれのある箇所（約18,000箇所以上）が存在
○平成29年度から、個々の土地・家屋に関する詳細な危険度把握調査を本格化しており、残り
　 の約16,000箇所についても、早期の調査と住民への周知が必要

課題

H30年度実施内容

【県民との協働により確実に命を守る対策の強化】

民間企業による開発行為時の対策（許可制）

　 急傾斜地の
高さ の2倍以内

（ ただし 50m を超える場合は50m ）

警
戒

区
域

特
別

警
戒

区
域

調査完了後の取り組み

人命と財産を守る効果の
高いハード整備

砂防堰堤の整備 など

○安全な土地利用や警戒が必要なエリアを明確にする調査（土砂災害防止法に基づく基礎調　
　 査）を実施し、「住民への土砂災害の危険性の周知」、「安全対策を条件とした土地利用」、
  「効果的なハード整備」を促進することにより、土砂災害から人的被害を防ぐ

目的 基礎調査とは

住宅耐震対策と連携した周知

住宅の移転支援

平成29年度まで 平成30年度 平成31年度

約６,000箇所（調査予定）

調
査
完
了

調査済み　約2,000箇所

防災砂防課 
H30当初予算額　2,837,891千円
（うち２月補正予算額　2,400,000千円）

　調査実施　約10,000箇所（約28.4億円）
H29補正　約８，５００箇所
H30当初　約１，５００箇所



施策の狙い・ポイント

①集落活動センターの量的拡大と質的向上に向けた取組のさらなる充実
　◯　住民が主体となって取り組む集落の活性化や、特産品や加工品づくりなどに係る経費を支援することにより、新たな候補地区の掘り起こしを図る。
　◯　集落活動センターが、将来の地域産業における主要な役割を果たすことを目指して、その経済活動をさらに強化する取組を支援する。

  ○　中山間対策の核となる取組である「集落活動センター」は、それぞれの地域で住民主体による様々な活動が進んでおり、現在、26市町村
　 42箇所にまで広がり、平成30年度の早い段階には50箇所程度の開所が見込まれている。
　○　高齢者の暮らしを守り、若者が住み続けられる中山間地域の実現に向けて、県内各地に広がってきている集落活動センターのネットワークなどを生かし、中　
　　山間対策の２つの柱である「産業をつくる」、「生活を守る」施策をさらに強化する。

　中山間対策の充実・強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　　Ｈ30： 287億円【287億円】

主な新規・拡充施策

　2-(2)　５つの基本政策に横断的に関わる政策関連予算のポイント

②貨客混載の視点を踏まえた移動手段と物流の仕組みづくりの推進
　◯　貨客混載の規制緩和を最大限活用し、地域の実情にあった効率的・効果的な移動手段と物流の仕組みづくりを推進する。

主な新規・拡充施策

◆集落活動センターの活動が軌道に乗った地域において、センターの基幹となる経済活動を強化する取組を支援　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  
　  【集落活動センター推進事業費補助金（基幹ビジネス確立支援事業（30百万円））】 　

◆地域の実情を踏まえた「貨客混載」に係る複数の事業スキームを構築・提案するため、貨客混載推進検討会を設置
◆貨客混載推進検討会で得られた事業スキームの実証運行を支援

【貨客混載推進検討委託料（2百万円）】 　　
　【中山間地域生活支援総合補助金（貨客混載推進事業（11百万円））】　　 

③鳥獣被害対策の推進
　◯　被害集落の早期解消と、シカ捕獲3万頭の早期達成に向け、防除及び捕獲対策を強化する。

主な新規・拡充施策
◆ICTを活用した大型囲いわなによる効果的なシカ捕獲技術の検討　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　　　 　　　【指定管理鳥獣捕獲等事業委託料（10百万円）】

　　 

Ｈ29：274億円【274億円】　  →
　【】内は２月補正経済対策分を含んだ額



　　集落活動センターを核とした集落の維持・再生の仕組みづくり

これまでの取組

■平成30年2月4日現在、
42カ所で開設

県内に広がる集落活動センター

高齢者の暮らしを守り、若者が住み続けられる中山間地域の実現

○経済活動の活性化
・汗見川ふれあいの郷清流館（本山町汗見川）
（宿泊者数：H28年度約1,000人）
・チムジルバン・レストラン（梼原町初瀬）
（来客数：約7,600人（H29.4末現在））
・農家食堂・Cafe「イチョウノキ」（津野町郷）
（来客数：約3,200人(H29.4末現在））
・やまびこカフェ営業日数：週６日営業（三原村）
・農業法人設立によるシシトウ栽培（三原村）
・（一）四万十農産による複合経営拠点の取組
（四万十町仁井田）
・杉苗の栽培（大豊町西峯）
・特用林産（マイタケ）の栽培（いの町上本川）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

センターの活動の基盤づくり センターのさらなる発展に向けた経済活動の強化センターの活動の継続と
機能の充実

３年 ６年

②人材導入活用事業
（必要な人材の導入）

【　38,456千円　】
１年前 ０年 １年

③経済活動拡充支援事業
（集落活動センターの経済活動支援）

【　8,370千円　】

○センターの活動が軌道に乗った地域において、将来の
地域の主要産業となることを目指して、センターのメイン
エンジンともいえる基幹ビジネスを強化、確立する取組に
対する支援策を創設

（前倒し可）
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落
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動
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平成30年度の主要な取組

○産業振興施策群の活用

○産業振興推進総合
支援事業費補助金

・土佐ＭＢＡ
・商人塾
・創生塾
・まるごと高知
・事業計画策定
・法人化
・中核人材の確保

　　　　　　　　　　など

○「目指す姿」の実現に向けては、集落活動センターの
経済活動がビジネスとして確立され、
さらには中山間地域の基幹産業となるように
ステップアップを後押しする施策が必要

平成30年度　その他の取組　8,330千円
○高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略ＫＰＩ：80か所の
　達成に向け、開所に向けた取組を加速
○人材導入への支援
　・集落活動センター推進事業費補助金
　・高知ふるさと応援隊県外募集説明会等
○人材育成への支援
　・集落活動センター研修、高知ふるさと応援隊研修
　・集落活動センター推進アドバイザー、地域づくりアドバイザー等の派遣

○集落活動センターの相互交流・相互研鑽
　・集落活動センター連絡協議会総会、推進フォーラム、エリア別情報
　交換会の開催、相互視察等の実施

従来の仕組みを活用した
集落活動センターの
経済活動の拡充は継続

中山間地域対策課 
H30当初予算額　204,110千円

①整備事業（活動の基盤整備）
【　118,954千円　】

アドバイザーの派遣に
よる事業計画の

策定支援（拡充）

基幹ビジネス確立支援事業（新規）
・補助限度額：10,000千円

（補助率１／２）

　　集落活動センターの経済活動の強化・確立を支援

「基幹ビジネス確立支援事業」　【30,000千円】
（集落活動センター推進事業費補助金の新メニューとして創設）

 

新



　○　生涯未婚率や初婚年齢の上昇などにより、合計特殊出生率が低下。また、県民の結婚・出産に関する希望と実態にかい離が生じている。
 　　　　・結婚を希望する県民の割合：約8割　　　・理想とする子どもの人数：2.45人　→　実際の子どもの数：2.09人（H27　県民意識調査）　　　　　　　　　　　　　
　○　このため、より多くの方の「出会い・結婚」「妊娠・出産」「子育て」の希望をより早く叶え、理想とする子どもの人数の希望を叶えることができるよう
　　ライフステージの各段階に応じた取組をさらに推進するとともに、官民協働の取組を総合的に進める。

　○　女性の就業促進について、取組の成果が一定表れていることから、今後も活躍の場の拡大を求める女性の希望に応える体制の充実を図っていく。
　　　　　・ 「高知家の女性しごと応援室」での　①相談件数： 1,130件　②就職者数：139人（H30.1.31現在） 　

　○　また、結婚や出産、育児など様々なライフステージの女性が希望に応じて働き続けられるように取り組む。

　少子化対策の充実・強化と女性の活躍の場の拡大　　　　　　　　　　　                           Ｈ30：95億円【95億円】
施策の狙い・ポイント

①少子化対策の充実・強化
　○　「出会い・結婚」「妊娠・出産」「子育て」の各段階に応じた取組をさらに推進する。
　○　働き方改革の推進や男性の育児休暇・育児休業の取得促進を図るなど、ワークライフバランスの取組を推進する。

主な新規・拡充施策

②女性の活躍の場の拡大
　○　女性が子育てしながら安心して働き続けられるよう、保護者のニーズに合わせた保育環境の整備やファミリー・サポート・センターの普及を推進する。
　○　「高知家の女性しごと応援室」の機能拡充を図り、蓄積された相談事例を生かして、働くことを希望する女性に対するワンストップ就労支援や、働きやす

い職場づくりに向けた企業支援を実施する。

主な新規・拡充施策

◆男性が育児休暇等を取得しやすい職場環境づくりなどに向けた企業の取組を促進
◆「こうち出会いサポートセンター」のマッチングシステムの運用強化
◆「高知県働き方改革推進会議」を要としたワークライフバランス推進事業の実施　

【少子化対策県民運動推進事業費（6百万円）】【再掲】 
 【出会い・結婚・子育て応援窓口運営業務等委託料（42百万円）】【再掲】　

　【ワーク・ライフ・バランス推進事業（9百万円）】　

◆「高知家の女性しごと応援室」の機能拡充によるワンストップ就労支援等の強化 
◆運輸業における女性の活躍の推進（座談会の開催等）

   【女性就労支援事業（46百万円）】【再掲】　
【女性活躍推進事業費負担金（3百万円）】

Ｈ29：104億円【104億円】　  →
　【】内は２月補正経済対策分を含んだ額



　　○　文化芸術の力で心豊かに暮らせる高知県をめざして高知県文化芸術振興ビジョンに基づき、文化芸術振興組織（アーツカウンシル）の　　
　　　充実を図り、文化芸術活動への支援や発表の機会の拡充など文化芸術に触れる機会の充実に取り組んでいく。
　　○　文化芸術のさらなる振興を図るために、文化芸術を観光振興や産業振興に生かすことのできる人材や、幅広い文化芸術分野で創造・
　　　発信ができる人材の育成に取り組む。

　　○　県民の運動習慣が十分に定着していないことや、県全体としては競技力が低迷していることなどに加え、障害者スポーツの充実やスポーツ
　　　ツーリズムのさらなる活性化が求められている。
　　○　こうした状況を踏まえ、将来にわたって誰もがスポーツに親しみ夢や志を育むことができる環境をつくるとともに、スポーツの価値や魅力を通じて
　　　活力ある地域づくりにつなげるため、第２期高知県スポーツ推進計画Ver.１（平成30年３月策定）に基づき、「スポーツ参加の拡大」、
　　　「競技力の向上」、「スポーツを通じた活力ある県づくり」の３つの柱と、「オリンピック・パラリンピック等を契機としたスポーツの振興」などの横断的
　　　に関わる施策を一体的に推進する。

施策の狙い・ポイント

　○ 文化芸術活動への支援や発表の機会の拡充を図る。また、文化芸術を産業に生かす人材の育成を図るため、文化人材育成プログラムを実施する。

　○ 夏の「まんが甲子園」と並ぶ春の「世界まんがセンバツ（仮）」を開催し、国内外への情報発信力を高め、「まんが王国・土佐」のブランド力強化を図る。
　

◆高知県芸術祭の充実（2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の機運醸成に向けたチェコ・フィルハーモニー管弦楽団公演の開催等）　　　　　　　　  　　　　　 　
 【文化芸術振興ビジョン推進事業費（うち高知県芸術祭開催事業）（15百万円）】

◆文化芸術を産業に生かすことのできる人材の育成を目指し、文化人材育成プログラムを実施
  　　　　 【文化芸術振興ビジョン推進事業費（うち文化人材育成プログラム）（６百万円）】

◆全国漫画家大会議の新たな企画として、国内外の高校生を対象としたコンテスト「世界まんがセンバツ（仮）」を実施
　　　　　　　　  　　　　　 　【まんが王国･土佐推進協議会事業費（5百万円）】

主な新規・拡充施策

　文化芸術とスポーツの振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　　 　　　　　　Ｈ30：47億円【47億円】Ｈ29：69億円【69億円】　  →
　【】内は２月補正経済対策分を含んだ額
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ス
ポ
ー
ツ

　文化芸術の振興



スポーツ参加の拡大
〔既存の総合型地域スポーツクラブ等を核とした地域スポーツの推進〕

競技力の向上
〔個々の適性に応じた選手の発掘や系統的な育成・強化体制の充実〕

全高知チーム
各競技の有望

選手を重点強化

重点施策②
強化選手を選抜

小
学
生

中
学
生

高
校
生

大
学
生

一
般

ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
等　
　

企業等

スポーツ少年団

　
　
運
動
部
活
動

強
化
校

ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
等

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
日本一の健康長寿県を目指したスポーツ参加機会の拡大

スポーツサービスの充実

誰
も
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る

　スポーツを通じて健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らすことのできる社会

基本理念
　①将来にわたって誰もがスポーツに親しみ夢や志を育むことができる環境をつくる
　②スポーツの価値や魅力を通じて活力ある地域づくりにつなげる

福祉関係
団体

総合型地域
スポーツクラブ

民間
企業 大学

スポーツ
関係団体

市町村
・地区体育（協）会
・スポーツ推進委員

障害者
スポーツ団体 学校 地元プロチーム

地域スポーツハブ

新たな
スポーツ活動

指導者やボラン
ティア等の確保

スポーツツーリ
ズムの推進

スポーツ情報の
一元化

指導者・施設などとス
ポーツを楽しみたい人

とのマッチング
自らの適性に応じたス

ポーツ機会の提供

◆地域スポーツ振興事業費補助金〔25,674千円〕

◆地域における障害者スポーツ普及促進事業〔3,837千円〕
◆全国レクリエーション大会の開催〔9,396千円〕

重点施策①

目指す姿

◆競技スポーツ選手
　 育成強化事業
       〔159,732千円〕

■Ｋクラブ
全高知チーム等に選抜された有望な
選手が、競技種目の継続が困難にな
る場合に練習環境を確保

高知県
パスウェイシステム

自分の適性に応じたスポー
ツと出会い、可能性をつなぐ

仕組み

・特別強化コーチの配置
・指導者の実践研修
・スポーツ医科学面からの
 サポート

重点施策③

スポーツ医科学の効果的な活用
　　　　◆春野総合運動公園におけるスポーツ医科学拠点の整備　〔144,395千円〕

重点施策④

　◆高知県パスウェイ
   　システム展開事業
          〔8,814千円〕

新

拡

拡

新

スポーツを通じた活力ある県づくり
〔地域のスポーツサービスの提供による経済や地域の活性化〕

スポーツを通じた経済・地域の活性化
スポーツツーリズムの推進 地域スポーツの活性化

◆プロスポーツ・アマチュアスポーツの誘致〔129,731千円〕
◆自然環境を生かしたスポーツ活動への支援〔17,641千円〕

◆地域スポーツ振興事業費補助金〔25,674千円〕【再掲】
◆高知龍馬マラソン開催事業費〔32,063千円〕

重点施策⑤

拡
拡

新
拡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆オリンピック・パラリンピック東京大会事前合宿招致活動〔49,860千円〕　　　　　◆ラグビーワールドカップ2019ベースキャンプ誘致〔8,839千円〕拡 拡

新

　　　　　　　　　　　　　　オリンピック・パラリンピック等を契機としたスポーツの振興 重点施策⑥３本の柱に横断的に関わる施策の方向性

Ｋ
ク
ラ
ブ

施策の柱①　 施策の柱②　

施策の柱③　

　　第２期高知県スポーツ推進計画のポイントと関連予算 スポーツ課ほか
H30当初予算額　2,527,596千円　



①ネットワークアドバイザーによる招致活動
②ホストタウン交流事業
③対象国関係者等の県内視察受入れ

主な
招致活動

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会やラグビーWC2019の開催を好機と捉え、参加国の事前合宿等の招致を通じた機運の
醸成を図るとともに、将来を担う子どもたちが夢や希望を抱いてスポーツに取り組み、県民の誰もがスポーツに親しめる環境づくりや、地
域の活性化につなげる取組を行う。 

目的

本県で各国の代表チームによる事前合宿は実施されているものの、2020年東京オリンピック･
パラリンピック競技大会やラグビーWC2019大会直前に行う合宿（直前合宿）を行う国や
地域が決定していない。

現状・
課題

 事前合宿（直前合宿地選定のための合宿）の招致活動を通じ、県民のスポーツに対する意識（する・みる・ささえる）を高め、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会・ラグビーＷＣ2019大会に向けた機運の醸成を図る。

　（直前・事前合宿の期待する効果）
　●本物のスポーツを見る機会の創出による競技力向上（教育効果）やスポーツ参画人口の拡大
　●スポーツによる健康志向や生きがいづくりによる日本一の健康長寿県構想への寄与
　●2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会・ラグビーWC2019大会直前の合宿招致の実現性の拡大
　●施設価値の増加による施設利用の拡大（合宿受入件数の増加や会員の増加　など）
　●メディア等で取り上げられることによる本県の認知度アップ
　●合宿の見学や取材など県外からの来県者が生む経済効果　　

直前合宿・事前合宿の招致

シンガポール
・国立スポーツ学校とのスポーツ交流
⇒スポーツでの異文化理解の促進・
競技力向上
・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄとの連携
⇒競技者のサポート体制の充実（スポーツ
医科学・トレーニング環境の情報交換）

・日本代表チーム合宿の招致
⇒事前・直前合宿時の対戦相手の確保、
指導者の資質向上、スポーツ参画人口の
拡大　等

オーストラリア
・国際交流大会開催の調整
⇒ スポーツを通した異文化理解の促進・競
技力向上

・日本代表チーム合宿の招致
⇒事前・直前合宿時の対戦相手の確保、
指導者の資質向上、スポーツ参画人口の
拡大　等

オランダ
・トップアスリートの県内自転車イベン
トへの参加
⇒ スポーツツーリズムの推進・競技人口の
　拡大

・オランダプロサッカーチームへ県内指
導者の派遣
⇒指導者の資質向上・競技力向上

・自然環境を生かした合宿地の情報発
信
⇒ スポーツツーリズムの推進

チェコ共和国

・在住ハンガリーカヌーコーチを通じたス
ポーツ交流
⇒ 競技力向上・ｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞﾑの推進
・自然環境を生かした合宿地の情報発
信　⇒ ｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞﾑの推進

ハンガリー

トンガ王国
・トンガ王国出身選手によるラグビース
クールの開催
⇒ 競技力向上・競技人口の拡大

・トンガ王国応援プロジェクトの実施
⇒大会へ向けた機運の醸成・スポーツを通し
た異文化理解の促進

2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会の直前・事前合宿招致活動と連動した取組と目指す成果
オリンピック・パラリンピック東京大会事前合宿招致活動（49,860千円）

ラグビーWC2019大会直前合宿招致活動
と連動した取組と目指す成果

ﾗｸﾞﾋﾞｰWC2019ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ誘致事業(8,839千円)

直前合宿：2020年７月を想定（大会に向けての時差調整 等）
事前合宿：～2019年（直前合宿地選定のための合宿）

　　　　　　　　　オリンピック･パラリンピック等を契機としたスポーツの振興重点施策⑥ スポーツ課
H30当初予算額 58,699千円 うち(一)58,694千円

拡

拡



　　明治150年記念人材育成プランの推進 政策企画課・私学大学支援課・教育委員会事務局
H30当初予算額　　17,830千円

　本県ではこれまでも、教育の充実に加え、産業人材や介護人材など様々な分野の人材
育成にも努めてきた。
　新しい時代を切り拓いていくのは「人」であることから、平成30年に明治維新150年を迎え
ることを機に、先人の功績を称え、県民が自らの志を考える機会をつくるとともに、未来を担う
若者の育成をさらに強化する。
　幕末維新期に活躍した土佐の偉人から、時代の先を見通した物の見方や考え方を学ぶこ
とで、郷土への愛着と誇りを持ち、高い『志』を掲げて日本や高知の未来を切り拓く人材の育
成につなげる。

 背景・ねらい 　　　　　　

◆小中高校の児童生徒が、幕末維新博関連施設や地域の史跡等を見学し、
　郷土の先人の功績や考え方、生き方を体感的に学ぶフィールドワークを推進する。
◆地域学習を通じて「志・目的を持った生き方」を考える。
◆学習成果を様々な形で発表する機会を設け、地域の大人も含め『志』
　を学ぶ意義を共有するとともに、広く周知・啓発する。
　　

ポイント

次世代の『志』
企画展の開催

多くの県民が集うオーテ
ピア高知に、コンクール

優秀作品等を展示

  取組の
  成果を
  事例集
にまとめ、
  全ての
  学校や
教育関係
  機関等
  に配布　　

　　夏休みフィールドワークの実施【希望中高生】

  １泊２日で幕末維新博関連施設等を横断的に
  巡り、グループワークで協働学習を実施
      ※全国高等学校総合文化祭生徒実行委員とも連携

　
　
　
学
習
成
果
を
多
様
な
作
品
に
ま
と
め
て　
　

　 

『
志
・
と
さ
学
び
の
日
』
コ
ン
ク
ー
ル 

に
応
募

（
次
年
度
以
降
の
取
組
継
続
に
活
用
）

　記念
   冊子
   作成

新聞

感想
文

大学生や社会人に対しては、引き続き土佐MBAによる効果的な取組を展開

　　　　　学校や家庭での学びに役立てる副読本等の配布【全校】　
　　　 　　　　家庭版道徳教育ハンドブック（小中学生）、郷土史副読本（中高生）を活用して学習を深める　

　　　　　　各校が地域でフィールドワークを実施【希望校】

　　　    　　　授業や行事を活用し、幕末維新博会場や地域の史跡等に出向いて学習

基礎
学習

　　　　公民館ふるさと教育推進事業【小学生】
　　　　 公民館と学校が連携し、地域の大人と協働して地域の歴史を深く学ぶ

      副読本でたどる幕末維新講座【中高生対象】
　　　 オーテピア高知図書館を活用した調べ学習で学びを深める

担い手・ 志育成事業【高校生対象】
　 地域産業に関する研究テーマを高校生が設定し､研究発表を実施

山口県若者国際シンポジウム
　10名程度の高校生･大学生が参加し、
　他県の学生と意見交換を行う

　　薩長土肥４県交流フィールドワーク
　 薩長肥３県の高校生と本県の高校生が
　 坂本龍馬をテーマに交流し協働学習

明治150年記念式典の実施
式典及び記念講演

記念式典と連携し
成果発表フォーラム

の開催
　生徒が主体となり、優秀
　作品等の成果発表を実施

最優秀賞
研修旅行　　

ﾌﾟﾚ
ｾﾞﾝ

作品

４月

地域
学習

他県
交流

発展
学習

通年

８月

４～9月

9月

４～9月

11月10月

標語
ﾎﾟｽﾀｰ

作文
小論文

10月 11/1～２週間

11/11（予定）

3月

実践発表

学習成果の周知啓発
志を育む学びの意義を啓発する

　記念式典の開催
先人の功績を称え、県民が自らの志を考える機会をつくる

学習機会の充実
児童生徒が「目的を持った生き方」を主体的に考える機会をつくる

新

新

新

新

新 新 新

新



※南海トラフ地震対策についての県民一人当たりの予算額は、41,749円
　（但し、人件費除く）

3　グラフと絵で見る一般会計当初予算

地方交付税
＋臨時財政対策債

188,365 （41.8%）

地方譲与税 
13,215 (2.9%)

地方特例交付金
 205 (0.0%) 交通安全対策特別

交付金 231 (0.1%)

国庫支出金
62,506 (13.9%)

県債 50,467
(11.2%)

その他 1,892
(0.4%)

県税 65,929
(14.6%)

地方消費税清算金 
26,957 (6.0%)

使用料及び手数料 5,343 
(1.2%)

分担金及び負担金 
2,796(0.6%)

財産収入 1,128 (0.3%)

一般寄付金 
8(0.0%)

繰入金 22,622
(5.0%)

諸収入 9,221
 (2.0%)

依存財源 
316,881 
(70.3%)

自主財源 
134,004
(29.7%)

人件費 
116,853 (25.9%)

公債費 
67,796 (15.0%)

貸付金 
1,366 (0.3%)

補助費等 
106,243 (23.6%)扶助費 

12,582 (2.8%)

その他 
48,309 (10.7%)

普通建設事業費 90,580 
(20.1%)

災害復旧事業費 
7,156 (1.6%)

経常的経費 
353,149 
(78.3%)

投資的経費 
97,736 

(21.7%)

教育費141,479円 総務費　17,914円

議会費  
公債費  
諸支出金 
予備費           

文化生活費  5,554円

産業振興推進費 7,120円 商工労働費 9,812円

健康福祉費 103,165円

危機管理費 4,093円

観光振興費 4,206円

飛躍への挑戦！
高知県産業振興計画

1,412円
 93,194円
58,852円

96円

林業振興環境費
18,782円

水産振興費 6,376円農業振興費 18,522円

災害復旧費9,880円 土木費 89,003円 警察費 29,655円



 南海トラフ地震対策など「命を守る」対策を中心としたインフラ整備を加速 143億円

4　平成29年度２月補正予算（案）の概要

　国補正予算等を積極的に活用し、経済の活性化の推進や、南海トラフ地震対策
をはじめとする事前防災・減災等への取組を加速化
　国の平成29年度補正予算では、平成29年12月８日に閣議決定された「新しい経済政策パッケー
ジ」等を踏まえ計上。
　この国の補正予算等を積極的に活用し、生産性革命に資する取組を中心とした経済の活性化施策
を推進するとともに、土砂災害対策の基礎調査や河川・海岸堤防の耐震化等の加速化を図る。

平成29年度２月補正予算(案)のポイント 　　

　 「新しい経済政策パッケージ」を中心とした経済の活性化の取組を推進　19.6億円

○財政の健全化に向けた取組
　 平成29年度中に予定していた減債基金（ルール外）及び財政調整基金の一部の取り崩しを
　取り止め（計65億円)、財政調整的基金の残高を確保

　中長期的な財政運営を見据え、将来の財政調整的基金の残高を確保

１

２

３

県債残高の推移（一般会計ベース）

臨時財政対策債
を除く県債残高

臨時財政対策債（※）

（※）臨時財政対策債：本来地方交付税で措置されるべき額について、
　　　　 国の財政事情が厳しいことから、臨時的に地方債として配分されて
         いるもの。後年度、元利償還金の全額が地方交付税で措置される。

県の実質的
な借金

全額交付税
措置あり

※ ①②については次ページ参照



「新しい経済政策パッケージ」を中心とした経済の活性化の取組を推進　　19.6億円
○平成29年12月８日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」等を踏まえ、国の平成29年度補正予算が成立。
○国の補正予算等を積極的に活用し、生産性革命に資する取組を中心とした経済の活性化の施策を推進するとともに、土砂災害対策の基礎
　調査や河川・海岸堤防の耐震化等を加速化する。

◆工業技術センターにおいて、低温実験室等を改修するとともに、食品の科学的な分析・検証を行う環境を整備することにより、県産資源を活用した高付加価値食品の
　開発を加速化する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　【工業技術センター管理運営費　61百万円】
◆農業技術センターにおいて、収量を飛躍的に向上させる環境制御技術を開発して生産者に普及させるため、様々な環境条件を設定できる高軒高ハウスを新設する
　とともに、IoT技術を活用した環境測定装置等を整備する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　【IoT推進事業費　83百万円】

◆畜産試験場において試験鶏舎の整備と暑熱対策を施すことにより、農家へ供給する土佐ジローの種卵の生産体制の充実を図る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【畜産試験場管理運営費　151百万円】 

◆水産試験場古満目分場の採卵作業棟施設の改修等を行い、人工種苗生産技術の開発や赤潮・魚病対策などの研究機能の充実を図る。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【水産試験場管理運営費　70百万円】

　地方創生拠点整備交付金を活用した生産性革命に資する施設整備

◆JAグループが高知市に新たに建設予定の大規模直販所の整備への支援                                                  　【中山間地域所得向上支援事業費　295百万円】
◆高性能林業機械の導入への支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　【原木増産推進事業費　17百万円】
◆土佐清水市が実施するメジカ産業クラスタープロジェクトの中核を構成する冷凍保管施設の整備に対する支援           　【漁業生産基盤整備事業費　303百万円】

　その他の主な取組

南海トラフ地震対策など「命を守る」対策を中心としたインフラ整備を加速   143億円

○四国８の字ネットワークなどの「命の道」の整備や、河川・海岸堤防の耐震化や防波堤の粘り強い化など、南海トラフ地震対策を加速
○土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の指定を行うための基礎調査を着実に実施

◆土砂災害特別警戒区域調査の大幅な加速化（当初予算とあわせて基礎調査10,000箇所を予定）　　　　　     【2,838百万円（うち２月補正：2,400百万円）】
　主な取組



平成30年度の組織改正等による体制強化の概要 

基本的な 

考え方 

バージョンアップした５つの基本政策と３つの横断的な政策に基づき、県勢浮揚の実現に向けてより実効性の高い施策

をスピード感を持って展開するため、県庁組織等をさらに強化 
① 観光振興体制の強化 
（１）「よさこい」の戦略的活用  
  ・「よさこい」の世界に向けたプロモーションを強化し、本県 

   の認知度の向上と訪日客の誘客を促進 

  →「国際観光課」の体制を強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
           
    

 

   
 

   
 
 

 

 

 

 経済の活性化 ～第３期産業振興計画ver.3の推進～ 
飛躍への挑戦！
高知県産業振興計画

～ 交易の範囲のさらなる拡大 ～ 

～ 新たな付加価値を生み出す仕組みを構築 ～ 

① 輸出振興体制の強化 
 

 ・県産の食料品の輸出や海外展開の取組を一層本格化 

 →部局横断的な調整と関係機関との連携を行うため、地産地消・ 
      外商課内に「輸出振興室」を設置 
 

 ・東南アジアを有望市場として、防災関連産業・製品の輸出拡大 

  の取組を推進 

 →「工業振興課」の体制を強化 

④ 海洋レジャーや遊漁等のサービス業の振興 
  ・海洋資源を活かした海洋レジャーや遊漁等のサービス業を創出 

   することにより、漁業者の所得向上や若者の定着を促進 

  →「水産政策課」の体制を強化 

② 新たな産業の創出に向けた支援体制の強化 
 

 ・「高知県ＩＴ・コンテンツアカデミー」を新たに開講するなど 

  ＩＴ・コンテンツ関連産業の振興を加速   

 →「産業創造課」の体制を強化 
 

 ・農業分野における生産性向上を目指したＩｏＴ活用の促進 

 →「環境農業推進課」の体制を強化 

② 県産材の外商促進（関係団体における体制強化） 
   ・Ａ材（良質材）の需要拡大と販売促進を強化 
 →（一社）県木材協会に「TOSAZAIセンター」を設置 

③ 中部地区の外商力を強化（関係団体における体制強化） 
 

 ・中部エリアでの外商活動を強化 

 →（一財）県地産外商公社の拠点を県名古屋事務所内に設置 

（２）自然体験型観光の推進  
  ・ポスト幕末維新博に向けて、自然体験型観光を本格的に展開 

   するための準備等を開始 

  →「地域観光課」の体制を強化 

（３）地域への周遊促進機能の強化（関係団体における体制強化）  
  ・地域の新たな旅行商品の造成・販売を支援 

  →（公財）県観光コンベンション協会の体制を強化 

③ 新食肉センター等の整備に向けた体制の強化 
 

 ・「新食肉センター（仮称）」の整備を本格化するとともに、四 

  万十市の食肉センターの整備を支援 

 →畜産振興課内の「食肉センター整備準備室」の体制を強化 



① 県民の生命、財産を守る土砂災害対策の強化  ・土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区 

  域についての基礎調査を推進 

 →防災砂防課内に「土砂災害対策推進室」を設置 

 

② 「四国８の字ネットワーク」の推進（関係団体における体制強化）   ・「四国８の字ネットワーク」の用地買収事務を県に引き継ぐまで 

  の間（５年間）、県土地開発公社を存続させ、用地買収事務に関 

  するノウハウについての県への継承を推進 

  →同公社に職員を派遣し、体制を強化 

 

③ スポーツ施策の推進に向けた体制の強化（関係団体におけ 
  る体制強化）  ・競技力の向上や地域スポーツ活動の充実を促進 

 →（公財）県体育協会に職員を派遣し、体制を強化 

 

④ 動物愛護の拠点整備に向けた体制の強化  ・小動物管理センターの管理体制を改善し、動物愛護行政の拠点と 

     なる「動物愛護センター（仮称）」の整備に向けた取組を本格化 

 →「食品・衛生課」の体制を強化 

 

⑤ 工業技術センターへの計量検定所の統合 
 ・簡素で効率的な組織体制や事務の効率化を図るため、工業技術 

  センターに計量検定所を統合 

 →工業技術センター内に「計量検定室」を設置  
⑥ 大川村プロジェクトへの支援  ・土佐はちきん地鶏の増産など大川村振興策を加速 

  →「計画推進課」から大川村に職員を派遣  
 

日本一の健康長寿県づくり 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ その他 
 

① 高知版地域包括ケアシステム構築のための体制強化  ・地域の医療・介護・福祉等の資源を切れ目のないネットワー 

   クとしてつなぐ「高知版地域包括ケアシステム」の構築を推進 

 →各福祉保健所に新たに地域包括ケア推進監を配置 
 

～ 担い手育成・確保策の抜本強化 ～ 

① 林業大学校の開校 
  ・次世代の林業・木材産業を牽引する優れた人材の育成を本格化 

 →平成27年４月に開校した林業学校に３つの専攻課程を設け、 

  「県立林業大学校」として本格開校 

② 「働き方改革」の取組の推進（関係団体における体制強化） 
 

 ・県内企業のさらなる生産性の向上を目指し、事業戦略、働き方 

  改革の両面で支援 

 →（公財）県産業振興センターの体制を強化 

○ 地域の事業者の支援の強化（関係団体における体制強化） 
 

 ・商店街等地域の事業者の経営計画の策定と実行を支援 

 →県商工会連合会に経営支援コーディネーターを配置 

 

② 障害者施策を推進するための組織改正 
  ・障害児・者関係施策におけるニーズの増大や多様化に的確に対   

   応するため、障害保健福祉課を分割 

  →障害福祉サービスや発達障害など障害児への支援等を所管する 

   「障害福祉課」と、精神保健福祉業務や障害者の就労支援を所 
   管する「障害保健支援課」に再編 

～ 事業戦略の策定と実行支援の強化 ～  ～第３期日本一の健康長寿県構想ver.3の推進～ 



 工業技術センター  工業技術センター 

 計量検定室 

 林業大学校準備室 

 森づくり推進課  森づくり推進課 

 防災砂防課 

 地産地消・外商課 

  輸出振興室  地産地消・外商課 

 障害者就労支援チーム 

 国保指導課  国民健康保険課 

○健康政策部 

    
○土 木 部 

平成30年度の主な機構改革 

 障害福祉課 

○地域福祉部 
 障害保健福祉課 

 障害保健支援課 

○産業振興推進部 
高知家ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進室 

○商工労働部 
 計量検定所 

○林業振興・環境部 
 防災砂防課 

   土砂災害対策推進室 

 林業大学校 新 

新 

○総 務 部 
 統計課  統計分析課 

新 

新 



平成30年度知事部局組織機構一覧

秘 書 課
観 光 政 策 課

政 策 企 画 課 東京事務所
国 際 観 光 課

広 報 広 聴 課 観 光 振 興 部
地 域 観 光 課 足摺海洋館

文 書 情 報 課
お も て な し 課

法 務 課 農業振興センター
【安芸（室戸支所）・中央東（嶺北農業改良普及所）
・中央西（高知農業改良普及所・高吾農業改良普及所）
・須崎（高南農業改良普及所） ・幡多】

行 政 管 理 課 農 業 政 策 課

総 務 部 人 事 課 農 地 ・ 担 い 手 対 策 課

職 員 厚 生 課 協 同 組 合 指 導 課 農業技術センター【果樹試験場・茶業試験場】

財 政 課 環 境 農 業 推 進 課 農業大学校

税 務 課 県税事務所【安芸・中央東・中央西・須崎・幡多】 農 業 振 興 部 産 地 ・ 流 通 支 援 課 農業担い手育成センター

市 町 村 振 興 課 地 域 農 業 推 進 課 病害虫防除所

情 報 政 策 課 畜 産 振 興 課 畜産試験場

統 計 分 析 課 農 業 基 盤 課 家畜保健衛生所
【中央（田野支所・香長支所・嶺北支所）
・西部（高南支所・檮原支所）】管 財 課 競 馬 対 策 課

危 機 管 理 ・ 防 災 課 森林技術センター
林 業 環 境 政 策 課

危 機 管 理 部 南海 ト ラ フ 地 震 対 策課 林業事務所
【安芸・中央東（嶺北林業振興事務所）・中央西・須崎・幡多】森 づ く り 推 進 課

消 防 政 策 課 消防学校
木 材 増 産 推 進 課 林業大学校

福祉保健所／保健所【安芸・中央東・中央西・須崎・幡多】
健 康 長 寿 政 策 課 木 材 産 業 振 興 課

衛生研究所 林業振興 ・環境部
医 療 政 策 課 治 山 林 道 課

幡多看護専門学校
医師確保 ・ 育成支援課 新 エ ネ ル ギ ー 推 進 課

健 康 政 策 部 医 事 薬 務 課 環 境 共 生 課

国 民 健 康 保 険 課 環 境 対 策 課 環境研究センター

健 康 対 策 課
水 産 政 策 課

食 品 ・ 衛 生 課 食肉衛生検査所
漁 業 管 理 課 内水面漁業センター

地 域 福 祉 政 策 課 水 産 振 興 部 漁 業 振 興 課 水産試験場

高 齢 者 福 祉 課 水 産 流 通 課 漁業指導所【室戸・中央・土佐清水・宿毛】

障 害 福 祉 課 療育福祉センター 漁 港 漁 場 課

地 域 福 祉 部 障 害 保 健 支 援 課 精神保健福祉センター
土 木 政 策 課

児 童 家 庭 課 希望が丘学園
技 術 管 理 課

少 子 対 策 課 児童相談所【中央・幡多】
用 地 対 策 課

福 祉 指 導 課
河 川 課

文 化 振 興 課 防 災 砂 防 課

まんが王国土佐推進課 道 路 課

国 際 交 流 課 消費生活センター 土 木 部 都 市 計 画 課

文化生活スポーツ部 県民生活・男女共同参画課 交通事故相談所 公 園 下 水 道 課

総 務 事 務 セ ン タ ー

中 山 間 地 域 対 策 課

私 学 ・ 大 学 支 援 課 女性相談支援センター 住 宅 課

人 権 課 建 築 指 導 課

ス ポ ー ツ 課 建 築 課

港 湾 振 興 課
計 画 推 進 課

港 湾 ・ 海 岸 課
産学官民連携・起業推進課 産学官民連携センター

企 業 立 地 課

雇 用 労 働 政 策 課 高等技術学校【高知・中村】

土木事務所
【安芸（室戸事務所・和食ダム建設事務所）
・中央東（本山事務所・永瀬ダム管理事務所）
・高知（鏡ダム管理事務所）
・中央西（越知事務所）
・須崎（四万十町事務所）
・幡多（宿毛事務所・土佐清水事務所）】

中山間振興・交通部 鳥 獣 対 策 課

交 通 運 輸 政 策 課

商 工 政 策 課

産 業 創 造 課 工業技術センター

工 業 振 興 課 紙産業技術センター
商 工 労 働 部

経 営 支 援 課 海洋深層水研究所

産 業 振 興 推 進 部
地 産 地 消 ・ 外 商 課 大 阪 事 務 所 会 計 管 理 課

会 計 管 理 局
移 住 促 進 課 名古屋事務所

【部局数等】          H29                     H30 

部局数          14部局         14部局 

本庁課数                   91課             92課 

出先機関数        64機関             64機関 


